
４　補助金、交付金

（１）現行どおりとするもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
和留沢水道組合

【補助金額等】
予算の定める額を上限とし、補助対象事業
に係る経費に施設区分に応じた補助率を乗
じて得た額。なお１,０００円未満の端数は切
り捨てる。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
市内において、現に公衆浴場を営む者で
あって、公衆浴場法（昭和２３年法律第１３９
条）第２条第１項の規定により営業許可を受
けて公衆浴場を営む次の要件を備えている
ものとする。
１　入浴料金を物価統制令（昭和２１年勅令
第１１８条）第４条に規定する統制額の範囲
としていること。
２　公衆浴場法その他関係法令に基づく行
政処分を過去３年以内に受けていないこと。
３　前年度の市税を完納していること。

【補助金額等】
１　施設の整備に要する経費の４分の１以内
とし、限度額は付表に定めるところによる。
２　前項の規定により算出した補助金の額
に１，０００円未満の端数があるときは、その
端数金額は切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市公衆浴場組合

【補助金額等】
事業に必要と認められる経費から事業に関
する収入を差し引いた額。ただし、年間５０，
０００円までとする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原箱根商工会議所
１　商工業等に関する団体で市長が認める
もの
２　商工会議所が行う商工業等の振興及び
勤労者の福祉に関する事業

【対象】
南足柄市商工会
１　商工業等に関する団体で市長が認める
もの
２　市長が認める団体が行う商工業等の振
興及び勤労者の福祉に関する事業

【補助金額等】
予算の範囲内で、補助事業の運営、実施に
当たり、会費や事業収入、本市以外の補助
金等その他の収入を充てても、なお不足す
る額。
１，１２７万円

【補助金額等】
予算の範囲内で、補助事業の運営、実施に
当たり、会費や事業収入、本市以外の補助
金等その他の収入を充てても、なお不足す
る額。
６７９万円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

調整方針（案）一覧  （補助金、交付金等の取扱い）

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

公衆衛生の保持、災害時の
入浴支援の他,地域コミュニ
ティの場として維持する必要
があるため支援を継続する。

支援を継続することで、
公衆衛生の保持、災害
時の入浴支援他、地域コ
ミュニティの場が維持さ
れる。

特になし。3
公衆浴場利用促進事業
費補助金

公衆浴場施設の利用促進事
業に対し支援を行い、公衆衛
生の保持、災害時の入浴支援
の他、地域コミュニティの場の
維持を図る。

現行どおりとする。

公衆衛生の保持、災害時の
入浴支援の他,地域コミュニ
ティの場として維持する必要
があるため支援を継続する。

支援を継続することで、
公衆衛生の保持、災害
時の入浴支援他、地域コ
ミュニティの場が維持さ
れる。

特になし。2
公衆浴場施設整備費補
助金

公衆浴場施設の整備に対する
支援を行い、公衆衛生の保
持、災害時の入浴支援の他、
地域コミュニティの場の維持を
図る。

1
和留沢地区水道施設整
備費補助金

和留沢地区における安定した
生活用水や安全な飲料水の確
保のため、当該地区の水道施
設の整備を促進し、給水区域
内の住民の公衆衛生及び生活
環境の向上を図る。

メリット デメリットと対応策

毎年、定例的に交付される補
助金ではなく、突発的な設備
故障で高額な修繕に対する
補助金であり、和留沢地区に
おける安定した生活用水や安
全な飲料水の確保に必要で
あるため。

和留沢地区における安
定した生活用水や安全
な飲料水が確保され、住
民の公衆衛生及び生活
環境の向上が図られる。

特になし。現行どおりとする。

現行どおりとする。

4
商工会議所・商工会補
助金

地域の中小企業支援機構であ
る小田原箱根商工会議所を支
援し、効率的に商工業の発展
を図る。

地域の中小企業支援機構であ
る南足柄市商工会を支援し、
効率的に商工業の発展を図
る。

現行どおりとする。

国の方針は１自治体につき商
工団体１団体ということである
が、地域の特徴に配慮しなが
ら両団体の合併の可能性に
ついて検討する必要があるた
め。

特になし。 特になし。

（協議第２３号 補助金、交付金等の取扱いについて） 別紙
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市橘商工会
１　商工業等に関する団体で市長が認める
もの
２　小田原市橘商工会が行う商工業等の振
興及び勤労者の福祉に関する事業

【補助金額等】
予算の範囲内で、補助事業の運営、実施に
当たり、会費や事業収入、本市以外の補助
金等その他の収入を充てても、なお不足す
る額。９３５千円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市商店街連合会運営費に対する補
助（小田原市商店街連合会加盟商店会等
が納める会費収入で賄えない部分）

【補助金額等】
概ね、運営費の４分の１程度を目安としてい
る。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市商店街連合会が行う（平成２８年
度）
・商店街フェア事業　・小田原城北條六斎市
事業　・インターネット事業　・一店逸品運動
事業
※対象事業については、予算作成時に商店
街連合会へ確認をとっている。

【補助金額等】
予算の範囲内で市長が定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
県工芸産業振興協会
・商工業等に関する団体で市長が認めるも
の。
・市長が認める団体が行う商工業等の振興
及び勤労者の福祉に関する事業。
・予算の範囲内で、補助事業の運営、実施
に当たり、会費や事業収入、本市以外の補
助金等その他の収入を充てても、なお不足
する額。
【対象事業】
振興対策事業、考案保護事業など

【補助金額等】
１１４，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

現行どおりとする。

当商工会の将来のあり方に
ついては、小田原箱根商工会
議所、南足柄市商工会を含
めて研究を進めていく。

特になし。 特になし。

6
小田原市商店街連合会
補助金

実際、補助金無しの場合、ど
の程度の支障となるのかをま
ず確認し、補助基準を検討す
る。市内商店会が加盟する商
店街連合会の存続は、その
スケールメリットを利用し、商
店会ではできないイベント等
の実施が可能であり、商店街
活性化に必要不可欠である
ため。

商店からの会費収入が
減っている中、補助を受
けることで基本事務の執
行は継続できる点。

「補助金ありき」の意識が残っ
てしまい、自主性に欠けるた
め、各商店会における新規加
入店舗の獲得を増加させる取
り組みについて、より一層の推
進を促す。

7
商店街販売促進事業費
補助金

市内商店会の連合体である
「小田原市商店街連合会」が、
スケールメリットを生かして実
施する販売促進事業を支援
し、賑わいのあるまちづくりを
推進し商業の活性化を図る。

現行どおりとする。

補助金活用事例を精査し、商
店街連合会との意見交換を
実施し、補助対象の見直しや
補助要綱の改正等が必要と
考える。商店街連合会では、
そのスケールメリットを活か
し、単位商店会では実施でき
ない多彩なイベントを開催す
るなど、地域経済の活性化に
効果をあげていることから支
援を継続する必要がある。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案）

5 市橘商工会補助金
地域の中小企業支援機構であ
る橘商工会を支援し、効率的
に商工業の発展を図る。

商店街連合会の運営を
補助することで、多種多
様なイベントの開催など
により、地域経済の活性
化が図られる。

「補助金ありき」の意識が残っ
てしまうため、自主財源で事業
展開できるよう促し、補助に関
しては必要最小限のものとな
るよう指導、助言する。

本市商業の活性化を図るた
め、市内商店会の連合体であ
る「小田原市商店街連合会」の
活動を支援する。

現行どおりとする。

調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

現行どおりとする。

考案保護の審査会や伝統的
工芸品展に出展するなどの
活動を通じ、工芸産業の振興
を図る当該団体の活動に補
助をすることが小田原市の代
表的な地場産業のひとつであ
る木製品製造業の存続につ
ながることから支援を継続す
るものである。

木製品の振興対策事業
等を継続して支援でき
る。

公的な資金を支出することに
なる。8

県工芸産業振興協会補
助補助金

木製品の振興対策事業及び木
製品の知的財産権の保護を行
う考案保護事業を行う当該協
会に助成する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
小田原市地場産業振興協議会
・商工業等に関する団体で市長が認めるも
の
・市長が認める団体が行う商工業等の振興
及び勤労者の福祉に関する事業
・予算の範囲内で、補助事業の運営、実施
に当たり、会費や事業収入、本市以外の補
助金等その他の収入を充てても、なお不足
する額。
【対象事業】
運営、販路開拓事業、調査研修事業、広告
宣伝事業など

【補助金額等】
１３８，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
①小田原蒲鉾水産加工業協同組合
②小田原・箱根「木・技・匠」の祭典実行委
員会
　商工業等に関する団体で市長が認めるも
の
　市長が認める団体が行う商工業等の振興
及び勤労者の福祉に関する事業
　予算の範囲内で、補助事業の運営、実施
に当たり、会費や事業収入、本市以外の補
助金等その他の収入を充てても、なお不足
する額
【対象事業】
①かまぼこ桜まつり開催事業、小田原蒲鉾
ＰＲ事業
②木のクラフトコンペ事業、体験ふれあい広
場事業、木工市開催（隔年実施）

【補助金額等】
①７７０，０００円　②８００，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
一般社団法人箱根物産連合会
・商工業等に関する団体で市長が認めるも
の。
・市長が認める団体が行う商工業等の振興
及び勤労者の福祉に関する事業。
・予算の範囲内で、補助事業の運営、実施
に当たり、会費や事業収入、本市以外の補
助金等その他の収入を充てても、なお不足
する額。
【対象事業】
デザイン・技術振興事業（見本市・展示会事
業等）　、情報提供事業、販路開拓事業、常
設展示室事業　、事務受託事業など

【補助金額等】
６７４，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

小田原市の地場産業として認
知されている小田原蒲鉾と木
製品のＰＲ事業に対し補助す
ることは多くの地場産業の存
続につながることから支援を
継続するものである。

メリット

9
地場産業振興協議会補
助金

地場産業の振興を図る協議会
の活動に対して、商工会議所
と協力し支援を行う。

現行どおりとする。

いくつもの首都圏での見本市
等に出展するほか、ホーム
ページなどを使って広くＰＲす
るなど、小田原市内の地場産
業全体の活性化につながる
事業を行っていることから、支
援を継続するものである。

特定の業界だけでなく広
く地場産業に対する支援
することができる。

公的な資金を支出することに
なる。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 デメリットと対応策

現行どおりとする。

小田原市の特徴的な地場産
業のひとつとして認知されて
いる木製品であるが、企業数
や生産額が年々減少傾向に
あるので、木製品に関係する
多くの事業者が加盟するこの
団体に補助することは、地場
産業の存続につながることか
ら支援を継続するものであ
る。

木製品業界の振興発展
に寄与する。

公的な資金を支出することに
なる。

①特産品である小田原
かまぼこPRイベントの継
続実施に寄与する。
②木製品の職人が、作
品をPRする『小田原箱根
「木・技・匠」の祭典』の
継続実施に寄与する。

公的な資金を支出することに
なる。

11
一般社団法人箱根物産
連合会補助金

木製品産業界の振興を図る連
合会の活動に対して支援を行
う。

10
地場産業振興事業費補
助金

①小田原蒲鉾水産加工業協
同組合の実施する小田原かま
ぼこ桜まつりに対して、商工会
議所と協力しながら支援を行
う。

②小田原・箱根「木・技・匠」の
祭典実行委員会が行う小田
原・箱根「木・技・匠」の祭典開
催に対して、県・市町、商工会
議所と連携し、協力しながら支
援を行う。

現行どおりとする。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
小田原箱根伝統寄木協同組合
・商工業等に関する団体で市長が認めるも
の
・市長が認める団体が行う商工業等の振興
及び勤労者の福祉に関する事業
・予算の範囲内で、補助事業の運営、実施
に当たり、会費や事業収入、本市以外の補
助金等その他の収入を充てても、なお不足
する額。
【対象事業】
後継者・従事者研修事業、需要開拓事業

【補助金額等】
２９０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原・足柄地域連合、小田原・足柄地域
勤労者福祉協議会

【対象】
南足柄市労働者協議会

【補助金額等】
予算の範囲内で、補助事業の運営、実施に
当り、会費や事業収入、本市以外の補助金
等その他の収入を充てても、なお不足する
額

【補助金額等】
予算の範囲内で、活動事業費の一部を助成
する。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
技能職連絡協議会の実施する事業の一部

【補助金額等】
技能職連絡協議会の会費予算額（１人２,００
０円）と同額を支出

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
中心市街地の活性化に関する法律に基づ
き設置された中心市街地活性化協議会
○内容
会議開催、調査研究、研修など

【補助金額等】
会費や事業収入、本市以外の補助金等そ
の他収入を充ててもなお不足する額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
ＡＳＨＩＧＡＲＡ産業フェア実行委員会の実施
する事業の一部

【補助金額等】
６３０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

12
伝統的工芸品産業産地
振興事業費補助金

箱根寄木細工の伝統技術継
承と需要開拓等産業を振興す
るため、小田原箱根伝統寄木
協同組合に助成をする。

現行どおりとする。

国の伝統的工芸品にも認め
られている箱根寄木細工の
産業振興を図ることを目的
に、共同事業や後継者・従事
者研修などを実施しており、こ
の団体に補助することは、地
場産業の存続につながること
から支援を継続するものであ
る。

箱根寄木細工の伝統技
術などを継承することに
寄与する。

15
中心市街地活性化協議
会組織体制強化費補助
金

中心市街地の活性化に関する
法律に基づき設置された小田
原市中心市街地活性化協議
会（事務局：小田原箱根商工
会議所）に対する補助

現行どおりとする。
補助対象となっている本
協議会は、平成２９年度
をもって期間満了を迎え
る中心市街地活性化基
本計画と連動して設置が
求められているものであ
ることから、中心市街地
活性化推進事業と同様
の動き（平成２８年度中
に今後の方針を決定）を
予定。

公的な資金を支出することに
なる。

13
労働団体補助金・労働
者協議会助成金

地域の勤労市民全般の福祉
増進を図るため、地域労働団
体に対し、事業費の一部に補
助金を交付する。

地域の勤労市民全般の福祉
増進を図るため、地域労働団
体（南足柄市労働者協議会）に
対し、助成金を交付する。

現行どおりとする。
小田原・足柄地域連合
及び小田原・足柄地域勤
労者福祉協議会に対し
て現行額の補助を継続
する。
南足柄市労働者協議会
への助成金については、
前年度収支決算からの
繰越額の状況に応じて
補助を継続するが、今後
のあり方については、小
田原・足柄地域勤労者
福祉協議会への統合も
視野に入れて研究を進
める。

小田原・足柄地域連合と小田
原・足柄地域勤労者福祉協
議会は、２市８町を活動エリア
としており、小田原市と南足
柄市が合併することは団体の
活動に影響するものではな
い。よって、現行の補助制度
は継続すべきである。また、
南足柄市労働者協議会は、タ
クシー会社など産別組合に加
入できない事業者があること
から支援を継続するが、今後
のあり方については、小田
原・足柄地域勤労者福祉協
議会への統合も視野に入れ
て研究を進める。

14
技能職連絡協議会助成
金

南足柄市技能職連絡協議会
の健全な運営を図るため、助
成金を交付する。

現行どおりとする。
当面は現行のまま継続
し、５年を目途に見直し
または廃止。

小田原市に制度がないため、
今後、継続または廃止の方
向を検討する。

継続の場合は、技能職
者の社会的経済的地位
の向上と後継者育成が、
また廃止の場合は、事
務量の軽減が図られる。

技能・技術の継承及び後継者
の育成等について、支障をき
たす可能性がある。

労働組合の活動が活性
化することは、地域社会
全体の雇用の劣化を防
止することとなり、公益
性が高い。

労働組合に加入していない勤
労者は、補助の利益を享受で
きない。
小田原・足柄地域勤労者福祉
協議会は労働組合に入ってい
ない勤労市民も事業所単位で
加入することができ、労働者協
議会は産別組合に加入できな
い事業所で組織されている。
地域連合も、地域勤労者全般
にわたる労働相談を実施して
おり、こういった活動を拡大す
ることでより多くの勤労者が恩
恵を受けられるように門戸を広
げていく。

小田原市のみに存在する事
務事業であるため。
中心市街地活性化推進事業
を実施している以上、必要な
事務事業であるため。

中心市街地活性化協議
会の安定的な運営と中
心市街地活性化基本計
画の推進への寄与。

財政的な負担が軽減できない
ため、実情に応じた年度ごとの
金額の見直し。

16 産業フェア助成金
ＡＳＨＩＧＡＲＡ産業フェア実行委
員会の健全な運営を図るた
め、助成金を交付する。

現行どおりとする。
観光をはじめとする産業の活
性化を図るため、引き続き助
成金を交付する。

産業の振興が図られる。

南足柄市エリアのイベントとな
り、合併後の市一体となった
「産業まつり」とはならないた
め、小田原エリアを含めた開催
が可能か研究する。

4



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
観光行事の開催、観光及び物産の紹介宣
伝、その他観光事業の振興に関する事業

【補助金額等】
２７０万円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
酔芙蓉農道等を良好に維持管理することを
対象とする。(千津島自治会）

【補助金額等】
７３，８００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
春木径を良好に維持管理することを対象と
する。(春木径奉仕会）

【補助金額等】
１７６，４００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
幸せ道を良好に維持管理することを対象と
する。(春木径奉仕会）

【補助金額等】
１７６，４００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
地元千津島自治会へ助成金を支出し、対象
区域である公園内の土地及びその上に有
する建物と構築物の維持管理を行う。

【補助金額等】
１５０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
認定里地里山活動協定に係る活動団体が
当該里地里山活動協定に基づいて行う里地
里山の保全等の活動であること。

【対象】
認定里地里山活動協定に係る活動団体が
当該里地里山活動協定に基づいて行う里地
里山の保全等の活動であること。

【補助金額等】
○農林地等の保全の単価
田（１０ａ）　　　　　１２３,０００円
畑（１０ａ）　　　　　　５４,０００円
樹園地（１０ａ）　　　８７,０００円
二次林（１０ａ）　　　１８,０００円
○体験活動
実施経費の３分の１（事業費上限：１５０,００
０円）
資器材の購入は累計額２００,０００円まで

【補助金額等】
○農林地等の保全の単価
田（１０ａ）　　　　　１２３,０００円
畑（１０ａ）　　　　　　５４,０００円
樹園地（１０ａ）　　　８７,０００円
二次林（１０ａ）　　　１８,０００円
○体験活動
実施経費の３分の１（事業費上限：１５０,００
０円）
資器材の購入は累計額２００,０００円まで

【国、県等からの財源】
保全費：県１０／１０
体験活動：県、市、活動団体それぞれ１／３

【国、県等からの財源】
保全費：県１０／１０
体験活動：県、市、活動団体それぞれ１／３

「あしがら花紀行」を継続し、
観光客の誘客を図るととも
に、地域活性化の観点から所
管についても再度検討を行
う。

観光客の誘客が図られ
る。

事務の軽減が図られない。
抜本的な事務の軽減につなが
らないが、事務の簡素化に向
け、事務内容を再度見直す。

18
酔芙蓉農道等維持管理
助成金

花による地域おこし事業「あし
がら花紀行」に取り組む地域ボ
ランティア団体への助成や各
種イベントへのPR活動や誘客
の協力等を行なう。

現行どおりとする。
地域活性化を目的にし
た事業でもあるため、合
併を機に所管についても
検討する。

観光をはじめとする産業の活
性化を図るため、引き続き助
成金を交付する。実施時期に
ついては、小田原市の他のイ
ベントと重なるため、日程変
更の視野に検討する。

「金太郎」を核としたまつ
りを開催し、市内外にＰＲ
することにより、観光客
の誘客が図られる。

事務量の軽減につながらな
い。
根本的な事務量の削減は難し
いが、どのようなことが簡素化
につながるか、再度、事務内
容を見直す。

17

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

現行どおりとする。
地域活性化を目的にし
た事業でもあるため、合
併を機に所管についても
検討する。

「あしがら花紀行」を継続し、
観光客の誘客を図るととも
に、地域活性化の観点から所
管についても再度検討を行
う。

観光客の誘客が図られ
る。

事務の軽減が図られない。
抜本的な事務の軽減につなが
らないが、事務の簡素化に向
け、事務内容を再度見直す。

19 春木径維持管理助成金

花による地域おこし事業「あし
がら花紀行」に取り組む地域ボ
ランティア団体への助成や各
種イベントへのPR活動や誘客
の協力等を行なう。

現行どおりとする。
地域活性化を目的にし
た事業でもあるため、合
併を機に所管についても
検討する。

メリット デメリットと対応策

小田原市に該当する事業が
ないため。

公園の維持向上が図ら
れる。

維持経費が施設存続中は継
続するため、維持管理方法の
見直しを行う。

21
ふくざわ公園等維持管理
助成金

地元自治会と覚書を締結し、
公園の維持管理を実施するた
めの経費を市が助成金として
支出する。

現行どおりとする。

足柄金太郎まつり補助
金

足柄金太郎まつり実行委員会
の健全な運営を図るため、助
成金を交付する。

現行どおりとする。

「あしがら花紀行」を継続し、
観光客の誘客を図るととも
に、地域活性化の観点から所
管についても再度検討を行
う。

観光客の誘客が図られ
る。

事務の軽減が図られない。
抜本的な事務の軽減につなが
らないが、事務の簡素化に向
け、事務内容を再度見直す。

20 幸せ道維持管理助成金

花による地域おこし事業「あし
がら花紀行」に取り組む地域ボ
ランティア団体への助成や各
種イベントへのPR活動や誘客
の協力等を行なう。

里山が有する多面的機
能を発揮させ、地域の環
境保全や活性化を図る
ことができる。

特になし。22
里地里山保全促進事業
補助金・里地里山づくり
促進事業助成金

里地里山活動協定に基づいて
活動する団体に対して、農林
地等の保全・体験教室・資器
材の購入に係る費用の一部を
助成する。

里地里山活動協定に基づいて
活動する団体に対して、農林
地等の保全・体験教室・資器
材の購入に係る費用の一部を
助成する。

現行どおりとする。
県条例等に基づく事業のた
め。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
一般社団法人神奈川県野菜価格安定資金
協会（事務局：ＪＡ全農神奈川県本部）が実
施する野菜価格安定事業に加入している、
「小田原たまねぎ」について補助を行う。

【補助金額等】
平成２６～平成２８年度事業計画
・交付予約数量　　　　　　６００t
・作付面積　　　　　　　　　１５ha
・造成単価　　　　　　　　　１７.３４円／kg
・総造成額　　　　　　　　　１０,４０４千円
・年造成額　　　　　　　　　３,４６８千円
　負担額　県（１／２）　　　１,７３４千円
　　　　　　市（２／１４）　　　４９５千円
　　　　　　会員（５／１４）　１,２３９千円

【国、県等からの財源】
市単独事業　１０／１０

【対象】
土地改良施設設置等を行う団体で市長が認
めるもの

【対象】
①酒匂川右岸土地改良区
②内川土地改良区
③壗下自治会、千津島自治会、班目自治会
④石塚堰、田中堰、小芝原堰、筏場堰、源
治堰、上三丁田堰
⑤年間通水している３１堰

【補助金額等】
国県補助対象事業については農道整備事
業及びかんがい排水事業は補助対象事業
費の１０分の１０以内、農地保全事業及び農
業用取水施設整備事業は補助対象事業費
の１０分の９．５以内、圃場整備事業及び暗
きょ排水事業　事業費の１０分の９以内。市
単独補助事業については農業用取水施設
整備事業　事業費の１０分の９．５以内、そ
の他の土地改良事業　事業費の１０分の９
以内

【補助金額等】
①６７０，０００円(平成２７年度実績)
②５９６，０００円(平成２７年度実績)
③６０，０００円（２０，０００円×３自治会）
④８９８，８８１円(平成２７年度実績)
⑤３７２,０００円（平成２７度実績１２，０００×
３１堰）

【国、県等からの財源】
市町村事業推進交付金(１／２)

【国、県等からの財源】
市単独事業　１０／１０

【対象】
神奈川県造林補助事業費補助金交付要綱
に定める補助対象事業、または神奈川県市
町村事業推進交付金交付要綱のうち造林
事業の補助対象事業で市長が認められるも
の

【対象】
森林整備Ａ・Ｂ・Ｃと水源林管理道整備を実
施する者

【補助金額等】
補助対象事業の１／１０

【補助金額等】
各事業ごと、規定の算出方法により求めら
れる。
○協力協約：９／１０～１／１０
○間伐・枝打：１／６
○足柄グリーン文化基金：受益者負担分(間
伐・枝打のみ)

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
○協力協約：９／１０～１／１０
○間伐・枝打：１／６
○足柄グリーン文化基金：受益者負担分(間
伐・枝打のみ)

メリット デメリットと対応策

特になし。

調整（案） 調整内容決定の考え方№ 事務事業名
概    要 現    況

24
土地改良施設設置等補
助金

農業団体等が実施する農業生
産基盤整備に対して土地改良
施設設置等補助金要綱に基づ
き助成する

・酒匂川右岸土地改良区の区
域に関する事業等の調整及び
運営費補助
・内川土地改良区に関する事
務等の支援及び運営費補助
・二の堰（農業用水路）の維持
管理者に対して助成金を助成
・取水施設の維持費を助成
・農業用水路のうち年間通水
する堰の維持費を助成

現行どおりとする。
現行維持を継続することが土
地改良施設等の維持管理に
必要な事業であるため。

土地改良施設の管理が
従来どおり可能となり、
行政が直接施設の維持
管理をすることがない。

特になし。

現行どおりとする。

JA全農神奈川県本部が実施
する事業であり、小田原たま
ねぎ（南足柄市では生産な
し）が対象作物であるため、
現行どおり実施する。

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を適用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。

特になし。23
野菜価格安定事業費補
助金

野菜の計画的な生産及び出荷
を行うことにより、野菜の安定
的な供給と価格の安定を目的
とし、野菜価格が著しく安くなっ
たとき、あらかじめ積み立てて
おいた資金を取り崩し、生産者
に補填する制度である。

25
地域林業形成促進事業
費補助金

植栽から保育までの育林を計
画的・組織的に行い、もって優
良材の生産及び森林保護に資
する事業を行う団体に対し、県
の補助と合わせ上乗せ補助を
行うもの。

優良木材の生産と林業経営の
安定を図るため、間伐及び枝
打を行う森林組合、生産森林
組合及び一部事務組合に対
し、補助金を交付する。

現行どおりとする。
国・県補助事業のため両市の
現状に合わせる。

山林環境の維持・改善
が図られる。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
①市長がその都度定める。
②平成２１年度から平成２４年度に植樹した
会場の整備

【補助金額等】
１８０，０００円(９０，０００円×２団体)

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
南足柄市森林組合

【補助金額等】
９０,０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
次に掲げるもののうち、市内に住所又は主
たる事務所を有し、かつ、市税を滞納してい
ない者で、全国合同漁業共済組合神奈川県
事務所との間に共済契約を締結しているも
の
・漁業を営む個人、・漁業を営む漁業協同組
合、・　漁業生産組合、・漁業を営む者を構
成員とする団体
【対象事業】
次に掲げる共済掛金の支払事業で市長が
認めるもの
・漁獲共済掛金、・漁具共済掛金、・養殖共
済掛金

【補助金額等】
全国合同漁業共済組合神奈川県事務所と
の間に締結した共済契約に係る共済掛金の
合計額から国、県及び財団法人相模湾水産
振興事業団の補助金額を控除した額の４分
の１に相当する額を超えない範囲内で予算
の範囲内において市長が定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原漁港振興協議会

【補助金額等】
小田原市としての負担分を補助金として支
出
６８，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

南足柄市にしか活動団
体が無いため、南足柄
市の方式を採用する事
により、円滑に事務が進
行でき、森林に対しての
意識が高まる。加えて森
林整備が継続可能。

特になし。

29

26 森林関係団体補助金

①森林関係団体(森林ボラン
ティア協議会
②市民植樹祭実行委員会)へ
補助金を支出する。

現行どおりとする。

小田原市では活動団体が存
在しないため、合併時におい
ては現行のとおり継続する
が、その後のあり方について
は検討を行う。

特になし。28
漁業共済掛金補助金
（漁獲共済掛金補助金）

漁業共済への加入を促進する
ことにより漁業経営の安定を図
り、もって漁業振興に資する。
小田原市経済部水産海浜課
所管に係る補助金交付要綱別
表２　漁業共済掛金補助金に
基づき、次に掲げる共済掛金
の支払事業で市長が認めるも
の
１漁獲共済掛金
２漁具共済掛金
３養殖共済掛金

現行どおりとする。

漁獲共済掛金補助金事務を
しているのは、小田原市だけ
であり、補助金額は類似団体
と比較しても同水準であるた
め。

現行のとおり実施するこ
とで、混乱がない。

現行どおりとする。
合併時は現状を維持す
るが、廃止の可能性を検
討する。

小田原市では森林組合に対
し補助金を支出していない。
南足柄市においても順次減
額してきていることから、合併
時は現状を維持するが、今
後、廃止の可能性を検討して
いく。

南足柄市のみの補助事
業のため、当面の間現
状を維持することでス
ムーズな移行が可能と
なる。
既に減額を進めているこ
とから、廃止の可能性を
検討することで支出が縮
減される。

特になし。27
森林組合活性化対策事
業補助金

南足柄市森林組合に対する補
助金
森林の適切な施業の促進と森
林組合の事業の活性化を目的
として、森林組合が森林所有
者に対して森林の管理及び育
成に関して勧誘を行う森林組
合活性化対策事業に要する経
費に対し、予算の範囲内にお
いて補助金を交付する。

現行のとおり実施するこ
とで、混乱がない。

特になし。
小田原漁港振興協議会
補助金

小田原漁港の整備促進、調査
研究等を目的に設立された協
議会・関係機関団体との情報
交換・各種大会への参加等

現行どおりとする。

小田原漁港振興協議会補助
金事務をしているのは、小田
原市だけであり、補助金額は
類似団体と比較しても低い水
準であるため。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
小田原さかな普及の会

【補助金額等】
市長が毎年予算の範囲内で補助する
６８，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
漁業振興施設等を行う団体で市長が認める
もの

【補助金額等】
１　国県費補助対象事業
市が交付を受けた国県費補助金額に当該
補助対象事業費から当該補助金額を控除し
た額の２分の１に相当する額を超えない範
囲内で予算の範囲内において市長が定め
る額を加えた額
２　市単独補助事業
補助対象事業費の２分の１に相当する額を
超えない範囲内で予算の範囲内において市
長が定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
水産業の振興を図る団体で市長が認める団
体。
予算の範囲内において市長が定める。

【補助金額等】
１　国県費補助対象事業　市が交付を受け
た国県費補助金額に当該補助対象事業費
から当該補助金額を控除した額の３分の１
（多獲魚等の加工研究に関する事業にあっ
ては２分の１）に相当する額を超えない範囲
内で予算の範囲内において市長が定める
額を定める額
２　市単独補助事業　補助対象事業費の３
分の１に相当する額を超えない範囲内で予
算の範囲内において市長が定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
水産業の振興を図る団体で市長が認めるも
の

【補助金額等】
予算の範囲内において市長が定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

31

漁業振興施設設置等補
助金
（稚貝放流事業費補助
金）

水産物の生産向上と生産基盤
の充実を図り、もって漁業振興
に資する。
１　国県補助事業承認を受け
た事業
２　次に掲げる事業で市長が
認めるもの
(１)漁場改良造成事業
(２)種苗放流事業
(３)倉庫及び保管施設設置事
業　(４)漁船保安施設設置事業
(５)その他漁業振興事業

現行どおりとする。

漁業振興施設設置等補助金
事務をしているのは、小田原
市だけであり、補助金額は類
似団体と比較しても同水準で
あるため。

現行のとおり実施するこ
とで、混乱がない。

現行どおりとする。

小田原さかな普及の会補助
金事務をしているのは、小田
原市だけであり、補助金額は
類似団体と比較しても低い水
準であるため。

現行のとおり実施するこ
とで、混乱がない。

特になし。30
小田原さかな普及の会
補助金

安くておいしい栄養価の高い
魚の普及を図り、食生活を豊
かにし、市民生活に寄与するこ
とを目的とする。

現行のとおり実施するこ
とで、混乱がない。

特になし。

特になし。

32
水産加工業振興事業費
補助金

水産加工業の振興に資する。 現行どおりとする。

水産加工業振興事業費補助
金事務をしているのは、小田
原市だけであり、補助金額は
類似団体と比較しても同水準
であるため。

現行どおりとする。

団体育成補助金事務をしてい
るのは、小田原市だけであ
り、補助金額は類似団体と比
較しても同水準であるため。

現行のとおり実施するこ
とで、混乱がない。

特になし。33
団体育成補助金
（鮮度保持対策研修費
等補助金）

水産業団体を育成し、もって水
産業の振興に資する。
１　漁業についての調査研究
及び啓発に関する事業
２　漁港についての調査研究
３　水産物についての調査研
究及び普及
４　海難事故防止の啓発及び
救助活動
５　その他水産業団体が行う
水産業に関する事業

8



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
小田原市森林組合

【補助金額等】
事業量による（県の設定する単価による）

【国、県等からの財源】
県１０／１０

（２）小田原市の事務処理方式を適用するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内における介護老人福祉施設等の整備
に伴う工事請負費等

【対象】
市内における介護老人福祉施設等の整備
に伴う工事請負費等

【補助金額等】
県補助基準額（２５５万円／床）又は実支出
額のうち少ない方の額の１／４（上限２，４０
０万円／施設）

【補助金額等】
県補助基準額（２５５万円／床）の１００分の
１８の額とする（１，５００万円を上限とする）。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
①一般財団法人ベターリビングによる優良
住宅部品（ＢＬ部品）の認定を受けたもの
②一般社団法人燃料電池普及協会（ＦＣＡ）
が指定しているもの
③一般社団法人環境共創イニシアチブの実
施する補助金の交付決定を受けたもの、①
～③共通　自ら居住する住宅の新築等に設
備を設置すること

【補助金額等】
①強制循環型　　８０，０００円
自然循環型　　　 ４０，０００円
②５０，０００円
③１００，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

再生可能エネルギーの利用、
省エネルギー化の推進に資
する機器の導入が、住宅部
門において促進されることに
より、市域全体のCO２排出量
が削減され、低炭素社会に向
けたまちづくりを進める必要
があるため。

再生可能エネルギーの
利用、省エネルギー化の
推進に資する機器の導
入が、住宅部門において
促進されることにより、地
域経済の活性化ととも
に、市域全体のCO２排
出量が削減され、低炭素
社会に向けたまちづくり
が進められる。

特になし。36
地球温暖化対策推進事
業費補助金

地球温暖化対策事業として、
太陽エネルギーの変換効率に
優れる住宅用太陽熱利用シス
テムと、ＣＯ２削減に効果のあ
る家庭用燃料電池システム及
びネット・ゼロ・エネルギー・ハ
ウスの導入に対し補助金を交
付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

34
地域水源林長期施業受
委託補助金

かながわ水源環境保全・再生
施策に基づき、水源環境保全・
再生への取組を推進するた
め、施業の集約化を図り、持続
可能な人工林の適切な整備を
行うため、神奈川県より補助を
受け、森林組合に補助金を支
出するもの。

現行どおりとする。
南足柄市が県施行のエリアで
あることから、合併した場合も
県施行であるため。

特になし。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

35
老人福祉施設等整備費
補助金

市内において介護老人福祉施
設等を整備する事業者に対
し、整備費補助金を交付する。

市内において介護老人福祉施
設等を整備する事業者に対
し、整備費補助金を交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
合併時は小田原市の事
務処理方法を適用する
が、合併後の市の高齢
者福祉介護計画策定時
に、新たな基準額を検討
する。

施設整備を行う事業者への
影響を考慮し、当面の間、小
田原市の補助基準額を適用
する。ただし、合併後の市の
高齢者福祉介護計画策定時
に、同計画に盛り込まれる施
設整備の考え方を踏まえ、新
たな補助基準額を設定する。

合併後の市において必
要とされる施設整備を促
進する効果が見込まれ
る。

財政負担が生じる。

特になし。

9



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
○市街化調整区域または、下水道整備計
画区域の弾力的な対応を行う区域の一部で
あること
○浄化槽法に基づく設置の届出の受理書
の交付をうけていること
○合併処理浄化槽を適切に維持管理できる
こと
○専用住宅に設置するものであること
○暴力団員ではないこと
○市税の滞納がないこと
○建築確認申請を伴わない設置であること
○設置する合併処理浄化槽は、浄化槽法に
基づく構造基準に適合していること
○水源環境保全・再生市町村補助金対象
者になる場合は、水源税を用いて実施した
河川・水路等の整備区間へ生活排水を放流
していること。

【対象】
○市街化調整区域または、その他市長が特
に定めた区域であること
○浄化槽法に基づく設置の届出の受理書
の交付をうけていること
○合併処理浄化槽を適切に維持管理できる
こと
○専用住宅に設置するものであること
○建築確認申請を伴わない設置であること
○設置する合併処理浄化槽は、浄化槽法に
基づく構造基準に適合していること
○水源環境保全・再生市町村補助金対象
者になる場合は、水源税を用いて実施した
河川・水路等の整備区間へ生活排水を放流
していること。

【補助金額等】
【水源環境保全・再生市町村補助金対象者
以外】
○本体設置費
 ５人槽：３３２，０００円、７人槽：４１４，０００
円、１０人槽：５４８，０００円
○既設単独処理浄化槽撤去費：９０，０００
円
 ※下水道法第５条第１号に規定する予定処
理区域外の場合が対象
 ※本体設置及び既設単独処理浄化槽撤去
に要した費用が上記を超えない場合は、要
した費用額。
【水源環境保全・再生市町村補助金対象
者】
○本体設置費
 ５人槽：５８１，０００円、７人槽：７２４，０００
円、１０人槽：９５９，０００円
○付帯工事費（既設浄化槽等の撤去費及び
新設浄化槽設置に伴う配管工事等経費）
 ５人槽：２００，０００円、７人槽：２５０，０００
円、１０人槽：３００，０００円
○設置奨励金：３００，０００円

【補助金額等】

○本体設置費
 ５人槽：３３２，０００円、７人槽：４１４，０００
円、１０人槽：５４８，０００円
○既設単独処理浄化槽撤去費：９０，０００
円
 ※酒匂川流域関連南足柄公共下水道事業
全体計画区域外であること
 ※３０年を経過していない既設単独処理浄
化槽であること
 ※本体設置及び既設単独処理浄化槽撤去
に要した費用が上記を超えない場合は、要
した費用額。

【国、県等からの財源】
【水源環境保全・再生市町村補助金対象者
以外】
○本体設置補助及び既存単独処理浄化槽
撤去費
国：循環型社会形成推進交付金から１／３
県：神奈川県浄化槽整備事業補助金から１
／３
市：小田原市合併処理浄化槽整備費補助
金から１／３

【水源環境保全・再生市町村補助金対象
者】
○本体設置補助
国：循環型社会形成推進交付金から１／３
県：神奈川県水源環境保全・再生市町村補
助金から１／２
市：小田原市合併処理浄化槽整備費補助
金から１／６
○付帯工事費
県：神奈川県水源環境保全・再生市町村補
助金単独
○設置奨励金
県：神奈川県水源環境保全・再生市町村補
助金単独

【国、県等からの財源】
国：循環型社会形成推進交付金
県：神奈川県浄化槽整備事業補助金、神奈
川県水源環境保全・再生補助金

撤去費用の補助対象を
拡大することで、対象区
域の合併処理浄化槽へ
の転換が促進される

特になし。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

37
合併処理浄化槽（設置）
整備費補助金

循環型社会形成推進交付金
要綱に基づき、合併処理浄化
槽への転換事業に対し補助金
を交付する。水源税を用いて
実施した河川・水路等の整備と
併せて行う生活排水対策事業
に関しては、補助金を上乗せ
する。

循環型社会形成推進交付金
要綱に基づき、合併処理浄化
槽への転換事業に対し補助金
を交付する。水源税を用いて
実施した河川・水路等の整備と
併せて行う生活排水対策事業
に関しては、補助金を上乗せ
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

耐用年数を超える既設単独
処理浄化槽に関しても、撤去
費用を交付することで合併処
理浄化槽への転換を促進す
る。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
１　小田原市民で、２０歳以上である者
２　市税を完納している者
３　暴力団員でない者
４　市内に生息する野良猫を保護し、自らの
飼い猫として飼養する者で、当該猫に去勢・
不妊手術等を行う者
５　同一年度内において、当該補助金の申
請を行っていない者

【補助金額等】
オス２,０００円、メス３,０００円
※手術費用が補助金額に満たない場合は、
手術費用を上限とする。（補助金の総額は
当該年度の予算の範囲内とする。）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市鳥獣被害防止対策協議会
○対象経費
追払い経費 、管理捕獲経費 、組織育成経
費

【補助金額等】
４９０万円

【国、県等からの財源】
県(１／２)

【対象】
１　市税を完納している者
２　市内に１年以上事業所等を有し、現に営
業している中小企業者（個人事業主につい
ては市内に１年以上居住し、かつ、１年以上
同一事業を営んでいる者）

【対象】
本市に１箇年以上事業所等を有し現に営業
していること

【補助金額等】
○小田原市中小企業小口資金等
上限１００千円
○県融資の一部
上限６０千円
○小田原市企業振興資金
上限１５０千円

【補助金額等】
中小企業者が保証協会に払い込んだ保証
料に相当する額とする。ただし、１事業者当
たり資金の融資を受けた日が属する年度に
つき、５万円を限度とする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
商店会が、市内における共同施設として適
切に維持管理する街路灯、アーチ、アー
ケード灯等に使用した電気料金として支
払ったもの。

【補助金額等】
補助対象者が、該当年次の１月分から１２
月分まで支払った電気料の総額から、防犯
灯維持管理費補助金を控除した額の２分の
１以内の額。ただし、街路灯、アーチ、アー
ケード、その他市長が必要と認めるものの
全部、又は一部をＬＥＤ化した場合にあって
は、電気料金総額から防犯灯維持管理費補
助金及び当該ＬＥＤ化したものの電気料金を
控除した額の２分の１以内の額並びにＬＥＤ
電気料金の３分の２以内の額の合計額を補
助。

【国、県等からの財源】
市単独事業

小田原市の事務処理方
式を適用する。

去勢・不妊手術費用の一部を
補助することにより、野良猫
の飼養につながり、野良猫対
策について一定の効果があ
るため。

野良猫対策事業を実施
することにより、猫の飼
養について責任を持った
飼養者の増加が見込ま
れる。また、そのことによ
り、猫のフン害などにつ
いての減少も見込まれ
る。

特になし。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

街路灯等は、商店街のシンボ
ルでもあり、また、明るく照ら
すことで住民の安心・安全を
確保するものである。不特定
多数の方が利用することか
ら、補助は必要である。南足
柄市のLED普及状況等を考
慮しての補助率を検討する。

明るい商店街の実現、住
民の安心・安全の確保。

LED化を推奨する際、街路灯
等の老朽化に伴う設備改修費
用が負担となるため、国や県
の補助制度（該当がある場合）
を周知し、利用促進を図る。

39
鳥獣保護管理対策事業
費補助金

鳥獣保護管理対策事業費補
助金

【参考】
 南足柄市野猿対策協議会（事
務局：かながわ西湘農協岡本
支店）に対する負担金に関す
る事務。

№ 事務事業名

40
中小企業信用保証料補
助金

返済能力がありながら、金融
信用力が乏しいために金融機
関の融資を受けることの困難
な中小企業者のために、信用
保証料に対する補助金を助成
する。

返済能力がありながら、金融
信用力が乏しいために金融機
関の融資を受けることの困難
な中小企業者のために、信用
保証料に対する補助金を助成
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

補助限度額の引き下げや対
象補助金の縮小は、他市の
補助制度と比較すると、中小
企業支援策として規模が小さ
いため、小田原市の補助制
度を採用する。

特になし。

現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

小田原市の事務処理方
式を適用する。
南足柄市野猿対策協議
会負担金は本補助金に
一本化し実施する。

野猿対策は市域全体で実施
する必要があるため。

特になし。

38
野良猫の去勢・不妊手
術費補助金

野良猫を保護し、飼い猫とする
場合、当該猫の去勢・不妊手
術費用の一部を補助する。

現行と同様の制度を実
施することにより、資金
調達の難しい中小零細
企業を支援することがで
きる。

経費が増加する。

他市の補助制度と比較する
と、中小企業支援策として規模
が小さくなってしまうため、対応
策の提示は難しい。

概    要

41
商店街街路灯等電気料
補助金

商店街が設置する街路灯や
アーケード灯等を、都市景観の
美化や、通行者の危険防止の
ための安心安全なまちづくりの
施設と捉えることで、商店会の
経費の軽減、良好な環境の維
持となるよう支援する。

11



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
商店街振興組合及び商店街事業協同組
合、任意商店街団体、これらを基盤とした横
断的商業団体
○事業
地域の活気を創出するために行うイベント
等、平成１９年度から平成２４年度の間、商
店街活性化推進事業費補助金の交付を受
けていた事業

【補助金額等】
補助対象事業費から、市長が別に定める公
的機関からの補助金額を減じた額（商店街
負担額）の３分の１以内の額とし、市長が別
に設ける審査会の審査を経て、予算内で配
分する。
○補助金額の配分
・事務局配分
全体予算額の３分の２程度については事務
局枠とし、各商店街団体等が提出した要望
書の内容に基づき、過去の活性化事業への
取り組み状況、事業費の多寡、国・県等の
支援の有無等を加味して配分。
・審査会配分
全体予算額の３分の１程度については審査
会枠とし、委員が各商店街団体等の要望書
の内容を精査して決定した配分順位の基づ
き傾斜配分する。
○補助対象経費
専門家等謝金、使用料、賃借料、印刷製本
費、通信運搬費、広告宣伝費、消耗品費、
備品購入費、燃料費、手数料、保険料、委
託料、資料作成・購入費、原材料費（販売を
目的としたものは除く）、商標権等取得経
費、景品費（補助対象事業費の３０％以
内）、その他市長が適当と認める経費

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
商店街振興組合及び商店街事業協同組
合、任意商店街団体、これらを基盤とした横
断的商業団体
○事業
地域の課題の解決や地域に根付いた事業
で、中長期的な計画のもとに新たに取り組
む事業。
例）商店街が自ら出向く出張商店街、防犯・
防災事業など

【補助金額等】
補助対象事業費の３分の２以内の額とし、
上限額は２００万円以内。
補助対象期間は、事業開始から３年以内。
他の公的機関から補助を受けている場合
は、その金額を控除する。

○補助対象経費
専門家等謝金、使用料、借用料、賃借料、
印刷製本費、通信運搬費、広告宣伝費、消
耗品費、備品購入費、燃料費、手数料、保
険料、委託料、資料作成・購入費、原材料
費（販売を目的としたものは除く）、商標権等
取得経費、商品開発・販路開拓費、施設整
備費、賃借料、改装費

【国、県等からの財源】
市単独事業

商店街の活性化を図る上で、
必要な支援と考えている。小
田原市のみでなく、南足柄市
の商店街についても同制度
の適用を考える。

イベント等による商店街
の活性化が図られるこ
と。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

イベント等では、一過性に終わ
り、継続的な商店街の活性化
にはつながりにくいため、本補
助以外である「持続可能な商
店街づくり事業費補助金」を活
用するなど、イベントのみに頼
らない商店街活動について、
指導・助言、アドバイザー制度
の活用等を促す。

42
活気ある商店街づくり事
業費補助金

商店街を地域コミュニティの核
と捉え、商店街が実施する地
域の特性や利点を活かしたイ
ベント事業等に対し支援する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

商店街が、地域コミニュティの
核として機能するため、イベン
ト等により活気づくことが必要
であると考えることから。小田
原市の活用においても利用
が高いことから、南足柄市に
おいても活用すべきと考え
る。

本事業により、商店街が
将来的に独立して運営
できる。

本事業では、立ち上げ期の３
年間の支援であるが、補助期
間終了後、事業が滞り、また補
助を受けないと継続できないと
いった点。また、３年間実施し
た中で、事業の課題等が掴め
ずといった事態になる場合等
が考えられる。

事業実施年度末に提出される
実績報告書や、年度途中に行
う次年度の要望ヒアリング等に
より、実態を把握している。当
初の事業予定ができない場合
は、途中での終了も止む無しと
している。

43
持続可能な商店街づくり
事業費補助金

商店街が地域コミュニティの核
として機能することは、まちづく
りの推進に必要不可欠であ
る。地域に根付いた商店街づく
りにおける商店街団体等が、
新たに実施する中長期的な取
り組みに対し支援する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
継続して５年以上一般公開することができ、
展示の目的が製品の宣伝、営利等に止まら
ず、歴史や産業文化の紹介にあることと
いった要件を備える街かど博物館の代表者
○事業
街かど博物館の公開に必要な設備等の工
事等で法令に違反しないもの。

【補助金額等】
補助対象事業費の２分の１以内

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
街かど博物館館長連絡協議会
○事業
街かど博物館ファンクラブ事業、街かど博物
館体験ツアー、木像がんパズルラリー等、街
かど博物館の魅力を発信する事業

【補助金額等】
１００千円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市勤労者サービスセンター
（平成２８年４月１日付で小田原市勤労者共
済会から名称変更）

【対象】
南足柄市勤労者共済会

【補助金額等】
予算の範囲内で、補助事業の運営、実施に
当り、会費や事業収入、本市以外の補助金
等その他の収入を充てても、なお不足する
額

【補助金額等】
会員数（予算作成年度の４月と９月の会員
数を比較し、会員数の多い月）×１００円×１
２月で算定

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
特定非営利活動法人　小田原ガイド協会
レンタサイクル事業の運営に係る事業

【補助金額等】
１９５万円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市観光協会
○事業
観光行事の開催、観光及び物産の紹介宣
伝、その他観光事業の振興に関する事業

【対象】
南足柄市観光協会
○事業
観光行事の開催、観光及び物産の紹介宣
伝、その他観光事業の振興に関する事業

【補助金額等】
１２７，９８９千円

【補助金額等】
３，３５０千円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

48 観光協会補助金

本市の観光資源を活用して、
観光及び宣伝活動を行い、
もって観光事業の振興と健全
な発展に資することを目的に
活動する（一社）小田原市観光
協会の各事業に対し、支援を
行う。

本市の観光資源を活用して、
観光及び宣伝活動を行い、
もって観光事業の振興と健全
な発展に資することを目的に
活動する南足柄市観光協会の
各事業に対し、支援を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
観光協会としては、一定
の期間（３～５年程度）を
設けて、統合に向けた検
討を行い、小田原市の団
体に統合するよう働きか
ける。
統合に当たっては、事業
内容を見直しながら、補
助金についても調整を
図っていく。

スケールメリットを活かしなが
ら、経費の節減を行う。

経費節減が図られる。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

観光施策に係る地域間格差が
生じる可能性があり、会員の
理解をどう得ていくかという課
題が残る。

地域バランスに配慮しながら、
イベント等、事務量が大きい事
業を減らす一方で、全域一体と
なった（スケールメリットを活か
せる）ＰＲや誘客事業にシフトし
ていくよう誘導する。

45
街かど博物館魅力発信
事業費補助金

街かど博物館の魅力を広く市
内外に発信し、集客力の向上
やリピーターの確保に寄与す
る事業を支援する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

体験ツアーの実施等により、
小田原市中心市街地の回遊
性向上へつながっている。現
在２０館の認定だが、対象エ
リアを今後どのようにするかと
いった検討もあり、現在ある
街かど博物館が継続するよう
図るものである。

現在の認定博物館を継
続し、中心市街地の回遊
性の向上を維持する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

既に認定を受けている博物館
について、維持管理に関わる
問題点もあることから、その
整備のために継続する。

市内の回遊性の向上、
滞在時間の延長が図ら
れる。

認定博物館が増えれば、館の
整備等の支出が増加する懸念
があるため、新規認定の際
は、自分自身（店舗）の意識と
して博物館を運営するよう指導
する。

44
街かど博物館整備補助
金

街かど博物館を設置して一般
公開する者に対し、その展示
設備等に要する費用の一部を
補助することで、街かど博物館
の設置を促進する。

本事業については、来訪者の
ニーズも高いことから継続し
て実施するとともに、南足柄
市での事業展開についても研
究する。

案内する観光資源が増
える。

南足柄地区にも拠点を増設す
るとなると、初期投資がかかる
可能性があり、現在委託してい
るNPO法人小田原ガイド協会
の対応だけでは困難となるた
め、初期投資については市で
負担し、貸出業務については、
南足柄地区で対応が可能な
NPO法人等に部分的に委託す
る。

特になし。

南足柄市の補助対象が事業
費であるのに対し、小田原市
は運営費を補助しているため、
合併で増加する事務量相当の
補助を増額する必要がある。

南足柄市の事業費補助を廃止
し、事務増加に係る人件費相
当の運営費補助を追加する。

47
レンタサイクル事業運営
費補助金

主に本市に訪れる観光客の利
便性・回遊性を高めることを目
的に、当初は放置自転車を活
用し、本市とＮＰＯ法人小田原
ガイド協会の協働で事業を開
始。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

今後、エリアが広がることとな
れば、博物館の数も多くなり運
営管理に負担が増えることも
考えられるため、現行の会費
の値上げも視野に入れつつ、
対応可能範囲の事業展開を図
る。

46
勤労者福利厚生活動支
援事業補助金・勤労者
共済会運営費助成金

中小企業の勤労者等を対象
に、給付事業や福利厚生事業
を行っている小田原市勤労者
サービスセンター（以下「SC」。)
に対して、管理運営費の一部
に補助金を交付している。

中小企業の勤労者等を対象
に、給付事業や福利厚生事業
を行っている南足柄市勤労者
共済会に対して、運営費の一
部に補助金を交付している。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
両市の団体が統合され、
新しい団体を組織した場
合、小田原市の事務処
理方式を適用する。

小田原市勤労者サービスセ
ンターは平成２６年度・２７年
度に在り方検討委員会を立ち
上げ、自立化促進と体制強化
の検証を行っており、サービ
スセンターの運営に当たり、
小田原市勤労者サービスセ
ンターを基準にすることは合
理的であると考える。

13



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
組織育成運営経費、有害鳥獣捕獲経費、鳥
獣生息調査経費、追い払い経費（ツキノワグ
マに限る）防護柵設置経費

【対象】
有害鳥獣捕獲経費（わなの購入・侵入防止
柵等）

【補助金額等】
４,９７８,０００円

【補助金額等】
１,１７９,０００円

【国、県等からの財源】
県、市２分の１ずつ

【国、県等からの財源】
県、市２分の１ずつ

【対象】
ネットワークを構築して行う６次産業化を推
進するために実施する次の取組（市が定め
る６次産業化を推進するための戦略に基づ
いて行われる取組として市長が認めるもの
に限る。）に要する経費
(１)　新商品開発・販路開拓の実施
ア新商品開発
イ消費者評価会の実施
ウ販路開拓の実施

【補助金額等】
○国
定額（事業費の１／３以内（ただし、市区町
村戦略（事業実施年度末までに市区町村戦
略を定めることが確実であるものを含む）に
基づいて行われる取組として当該市区町村
が認めるものにあっては、事業費の１／２以
内））
○県
補助対象経費の１／３以内(ただし、市町村
が定める当該市町村の区域における６次産
業化を推進するための戦略に基づいて行わ
れる取組にあっては、補助対象経費の１／
２以内)
○市
県補助金額に、補助対象経費の１／４を乗
じて得られた額を上乗せした額

【国、県等からの財源】
○国
定額（事業費の１／３以内（ただし、市区町
村戦略（事業実施年度末までに市区町村戦
略を定めることが確実であるものを含みま
す。）に基づいて行われる取組として当該市
区町村が認めるものにあっては、事業費の
１／２以内））
○県
補助対象経費の１／３以内(ただし、市町村
が定める当該市町村の区域における６次産
業化を推進するための戦略に基づいて行わ
れる取組にあっては、補助対象経費の１／
２以内)
○市
県補助金額に、補助対象経費の１／４を乗
じて得られた額を上乗せした額

デメリットと対応策№ 事務事業名

50
６次産業化ネットワーク
活動補助金

農業者が、多様な事業者との
連携により新商品開発や販路
開拓などを行う場合で、国の
「６次産業化ネットワーク活動
交付金」の交付を受ける者に
対して、国の交付金と併せて
市の補助金を支給する。

49
鳥獣保護管理対策事業
費補助金・有害鳥獣駆
除活動費助成金

有害鳥獣による農作物への被
害が進む中、有害鳥獣被害防
止実施集団の組織化を進め、
駆除体制の確立と速やかな実
施により農作物被害の事前防
止を図るとともに、出没状況の
監視体制を整備し、被害情報
の迅速な把握を目的とする。

足柄上地区有害鳥獣被害防
止対策協議会へ補助金を交付
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

一市一団体で取りまとめする
ために協議会を統合するよう
働きかけることで、鳥獣保護
管理対策事業費補助金にお
いても、一団体に交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法に基づく事業である。
南足柄市では実施実績がな
いため、現行の小田原市の
事務処理方式を適用する。

農業者が主体となって、
生産から加工・販売まで
取り組むことで、新たな
付加価値を創出し、産業
と結びつけることで生産
者の所得向上と地域の
活性化を図ることができ
る。

特になし。

統一した鳥獣被害対策
を実施できる。

特になし。

概    要 現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市は、国及び県の負担額と市の負担額とを
あわせた額を農業者団体等に交付する。
対象となる取組
○共通取組
　　①化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減とカバークロップ（緑肥）の作付け
　　…主作物を栽培していない期間にオオム
ギ等を作付けし、土壌浸食等を防止する取
組
　　②有機農業（化学肥料及び農薬を使用し
ない）
　　③化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減と堆肥の施用
　　…C／N比１０以上の堆肥を一定量施用
する取組
○地域特認取組
　　④化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減とIPM（対象作物：施設野菜）
　　…天敵や微生物農薬、防虫ネット及び土
壌還元消毒等による防除を行う取組
　　⑤化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減とリビングマルチ（対象作物：畑作物）
　　…主作物の畝間にムギ類や牧草等を作
付けして、土壌浸食等を防止する取組
　　⑥化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減と草生栽培（対象作物：果樹、茶）
　　…主作物の樹園地にムギ類や牧草等を
作付けして、土壌浸食等を防止する取組

【対象】
市は、国及び県の負担額と市の負担額とを
あわせた額を農業者団体等に交付する。
対象となる取組
○共通取組
　　①化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減とカバークロップ（緑肥）の作付け
　　…主作物を栽培していない期間にオオム
ギ等を作付けし、土壌浸食等を防止する取
組
　　②有機農業（化学肥料及び農薬を使用し
ない）
　　③化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減と堆肥の施用
　　…C／N比１０以上の堆肥を一定量施用
する取組
　○地域特認取組
　　④化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減とIPM（対象作物：施設野菜）
　　…天敵や微生物農薬、防虫ネット及び土
壌還元消毒等による防除を行う取組
　　⑤化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減とリビングマルチ（対象作物：畑作物）
　　…主作物の畝間にムギ類や牧草等を作
付けして、土壌浸食等を防止する取組
　　⑥化学肥料及び化学合成農薬の５割低
減と草生栽培（対象作物：果樹、茶）
　　…主作物の樹園地にムギ類や牧草等を
作付けして、土壌浸食等を防止する取組

【補助金額等】
①②④⑤⑥
（１０aにつき）８,０００円
※国（４,０００円）＋　県（２,０００円）＋市（２,
０００円）
③
（１０aにつき）＝４,４００円
※国（２,２００円）＋　県（１,１００円）＋市（１,
１００円）

【補助金額等】
①②④⑤⑥
（１０aにつき）８,０００円
※国（４,０００円）＋　県（２,０００円）＋市（２,
０００円）
③
（１０aにつき）＝４,４００円
※国（２,２００円）＋　県（１,１００円）＋市（１,
１００円）

【国、県等からの財源】
①②④⑤⑥
（１０aにつき）８,０００円
※国（４,０００円）＋　県（２,０００円）＋市（２,
０００円）
③
（１０aにつき）＝４,４００円
※国（２,２００円）＋　県（１,１００円）＋市（１,
１００円）

【国、県等からの財源】
①②④⑤⑥
（１０aにつき）８,０００円
※国（４,０００円）＋　県（２,０００円）＋市（２,
０００円）
③
（１０aにつき）＝４,４００円
※国（２,２００円）＋　県（１,１００円）＋市（１,
１００円）

【対象】
市長が認める団体が行う園芸、畜産、土地
改良及び林業に関する研究又はこれらの振
興を図るために実施する事業
（対象：小田原市畜産会）

【補助金額等】
事業に必要と認められる経費から事業に関
する収入を除いた額

【国、県等からの財源】
市単独事業　１０／１０

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

畜産業の振興と発展を
図ることができる。

現状では、団体の育成を目的
として「小田原市畜産会」に補
助をしていることから、個人で
の申請は受け付けられないた
め、小田原市畜産会への加入
などを促す。

52
団体育成補助金（県共
進会乳牛等運搬事業費
補助ほか）

小田原市畜産会事業に係る費
用及び同会会員により実施さ
れる乳牛預託に係る費用の一
部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の畜産業の振興と
発展を図るためには必要不
可欠であることから、現状の
事務処理方式を適用するも
の。（南足柄市該当事業なし）

51
環境保全型農業直接支
払交付金

環境保全型農業に取り組む農
業者の組織する団体が対象
で、国から県、市を通じた形で
交付している。平成２８年度分
については、４団体に交付予
定である。

自然環境の保全に資するの業
の生産方式を導入する農業者
団体に対する交付金。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

法に基づく事業であり、南足
柄市には現時点で対象となる
団体が存在しないため。

地球温暖化防止や生物
多様性保全に効果の高
い営農活動の普及拡大
を図ることができる。

特になし。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
神奈川県立かながわ農業アカデミーに在学
している者で、次の要件を満たす者。
(１) 小田原市内に住所を有する者であるこ
と。
(２) かながわ農業アカデミーに入校した年の
３月３１日時点において４８歳未満の者であ
ること。
(３) かながわ農業アカデミー卒業後、小田原
市において農業者として農業経営を行おうと
する農業後継者等であること。
○事業
かながわ農業アカデミーの次に掲げる課程
における農業知識、技術等の習得
(１) 生産技術科
(２) 技術専修科

【補助金額等】
かながわ農業アカデミーでの就学に係る学
費のうち、授業料、教材資材費及び研修費
に係る額の１／２以内（千円未満切り捨
て）。ただし、生産技術科は２年、技術専修
科は１年を限度とし、各年度の上限は１０万
円

【国、県等からの財源】
市単独事業　１０／１０

【対象】
小田原市内で新規就農した者、または就農
のため研修中の者で、次の要件を満たす
者。
　(１) 本市の住民基本台帳に登録があり、
市内に居住している者
　(２) 就農のための研修の開始から５年以
内の者又は農地の賃借を開始した日から５
年以内の者
○事業
１　農地の賃借で次の要件を満たす事業
　(１) 農業経営基盤農業経営基盤強化促進
法（昭和５５年法律第６５号）に基づき、利用
権を設定した農地を耕作していること 。
　(２) 農地中間管理機構から借り受けた農
地を耕作していること。
２　就農した者又は就農のための研修中の
者が居住するために貸家を借りる事業
　(１) 市内において借家の賃貸借契約を締
結している者

【対象】
南足柄市農業委員会に就農計画を提出し
た時に住民基本台帳法の規定により本市の
住民基本台帳に記録されていない者で、農
業委員会から新規就農者認定書の交付を
受けたもの

【補助金額等】
１　農地賃借料補助
(１) 賃借農地１０aあたり年額２０，０００円以
内
(２) １経営体あたり５０a以内
(３) 補助金の額に１，０００円未満の端数が
生じた場合は、その端数を切り捨てた額とす
る。
(４) 年の途中で賃料の変更があった場合の
補助額は、変更の前後を比較して低額のも
のを補助額とする。
２　家賃補助
(１) 月額家賃の１／２以内とし、月額３０，０
００円を限度とする。
(２) 算出した１か月あたりの補助金の額に
１，０００円未満の端数が生じた場合は、そ
の端数を切り捨てた額とする。
(３) 月の途中で月額家賃の変更があった場
合の補助額は、変更の前後を比較して低額
のものを補助額とする。
※経営体の助成期間は、初年度申請から５
年以内とする。

【補助金額等】
交付要綱第３条に規定する助成金の対象と
なる経費の総額の２分の１の額（その額に１,
０００円未満の端数があるときは、その端数
金額を切り捨てた額）とする。ただし、次の各
号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金
額を上限とする。
(１)　助成金の交付を申請した日において南
足柄市内に住所を有し、住民基本台帳法の
規定により本市の住民基本台帳に記録され
ている者　５０万円
(２)　前号に掲げる者以外の者　２５万円

【国、県等からの財源】
市単独事業　１０／１０

【国、県等からの財源】
市単独事業　１０／１０

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を基本として整合を
とることにより、円滑に事
務が進行できる。
南足柄市域における新
規就農者が対象となる。

事業費及び人件費等コストの
上昇。

現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

53
新規就農者就学支援事
業費補助金

就農意欲のある農業後継者等
が、農業に関する知識・技術等
を習得することを支援し、もっ
て本市の農業振興に資する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

№ 事務事業名
概    要

54
新規就農者支援事業補
助金

農地の賃借料を助成すること
により、新規就農者の経済的
な負担を軽減し、就農の促進
を図るとともに、新規就農者及
び農業研修者の家賃の一部を
助成することにより、地域の空
き家の有効活用と市内への定
住促進を図る。

南足柄市外に居住する者が南
足柄市内において農業を開始
するに当たって要した経費に
対し、南足柄市新規就農支援
助成金を交付することにより新
たな農業の担い手を確保し、
農村地域の活性化及び定住の
促進に資する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の事務処理方式を
基本として整合をとることで、
円滑に事務が執行できる。

他市事例において小田原市
と同水準で運用しており、適
正であると考えられることか
ら、小田原市の事務処理方式
を適用するもの。

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を適用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。
南足柄市域における新
規就農者が対象となる。

事業費及び人件費等コストの
上昇。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市又は地域農業再生協議会による経営所
得安定対策等に関する取組に係る費用であ
ること。

【対象】
市又は地域農業再生協議会による経営所
得安定対策等に関する取組に係る費用であ
ること。

【補助金額等】
申請額による。（精算払い）

【補助金額等】
申請額による。（精算払い）

【国、県等からの財源】
国１０／１０

【国、県等からの財源】
国１０／１０

【対象】
補助対象地域において、集落協定等に基づ
いた農業生産活動等を５年間以上継続して
行うこと。
（対象：久野南舟原集落）

【補助金額等】（１０aにつき）
田＜急傾斜＞１６,８００円

【国、県等からの財源】
国、県、市それぞれ１／３

【対象】
小田原オリーブ研究会

【補助金額等】
４００,０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
耕作放棄地の解消事業を行う農業者、農業
者組織、農業協同組合等で、再生された農
地を５か年以上継続して耕作する見込みが
あると市長が認めた者

【対象】
耕作放棄地の解消事業を行っている南足柄
市地域農業再生協議会。
※個人農家等で実施した経過は現在まで
無。ここ数年は市の単独事業として市民菜
園の整備等を行っている。

【補助金額等】
事業実施農地１０aにつき５０，０００円とし、
１０aを超える場合は、１aごとに５,０００円を
加算。
ただし、事業実施に重機を使用する場合は
総額の１／３以内で市長が定める額

【補助金額等】
事業実施農地１０ａにつき５０，０００円（国庫
の場合）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業　（国庫の申請をするならば　１
／２）

法に基づく事業のため。

中山間地域の農地の適
切な維持・管理を推進す
ることで、中山間地域が
有する多面的機能の確
保のほか、耕作放棄地
の解消と発生防止を図
ることが可能となる。

特になし。

小田原オリーブ研究会に対し
て補助金を交付する。小田原
オリーブ研究会では苗木購入
の一部を補助している。

55
経営所得安定対策等推
進事業費補助金

経営所得安定対策の実施に当
たり、申請手続き全般に係る
費用の助成を受ける。

経営所得安定対策の実施に当
たり、申請手続き全般に係る
費用の助成を受ける。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

56
中山間地域等農業活性
化支援事業費交付金

農業生産の不利な中山間地域
等において、協定を締結し行
われている農業生産活動等を
支援するため必要経費の一部
を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

国・県の要綱等に基づく事業
のため、基本的に同じ業務で
ある。小田原市の事務処理方
法の方が効率がよいため。

申請者の増加が見込ま
れる。

畦畔率の違い・配分面積の算
出方法の違い等で生産数量目
標面積に差がでるため、小田
原市に合わせる。

農業者等が行う耕作放
棄地の再生を支援するこ
とにより、地域内の耕作
放棄地の解消と農地の
流動化を促進し、農地の
持つ多面的な機能を発
揮させ、地域の活性化を
図ることができる。

特になし。58
耕作放棄地解消事業費
補助金

市内の耕作放棄地を解消する
ため、農家や農業者団体が、
耕作放棄地に利用権を設定し
た上で、耕作放棄地再生利用
緊急対策（国庫補助事業）と同
様の事業を実施した場合に補
助をする。

南足柄市地域農業再生協議
会の事業経費として補助金を
交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

市民菜園に対する補助では
なく、農業者が耕作を行うた
めの農地に対する補助を実
施するため。

地域特性を活かした農産物
の高付加価値化・ブランド化
を推進する事業であり、現在
は、オリーブを対象に実施し
ている。
南足柄には同様の事業はな
いが、合併後の市全域で産
地形成を図ることにより、地
域農業の振興を図る。

地域特性を活かした農
産物のブランド化による
高付加価値化を図ること
ができる。

特になし。57
高付加価値化対応野菜
産地事業費補助金

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内に自ら居住するための住宅を改装、ま
たは新築すること。
小田原産木材を３㎡以上使用すること。

【補助金額等】（１㎡）
①床　７,５００円（上限３０㎡）
②腰壁　３,７００円（上限３０㎡）
③ウッドデッキ　１２,７００円（上限１０㎡）
※①及び②を同時に施工する場合は４０㎡

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
国県の補助事業として承認を受けた事業又
は補助対象事業費が２０万円以上の共同し
て行う次に掲げる事業で市長が認めるも
の。
　(１) 果樹対策事業
　(２) 水稲対策事業
　(３) 野菜対策事業
　(４) 花き、花木対策事業
　(５) その他農業振興事業

【補助金額等】
○国庫補助対象事業
国県補助金を含め、補助対象事業費の８／
１０以内で市長が定める額。
○県費補助対象事業（国庫補助対象事業と
ならないものに限る。）
補助対象事業費の８／１０以内で市長が定
める額
○市単独補助事業
補助対象費の５／１０以内で市長が定める
額

【国、県等からの財源】
市単独事業１０／１０（国県補助対象事業含
む）

【対象】
国県の補助事業として承認を受けた事業又
は補助対象事業費が２０万円以上の共同し
て行う畜産対策事業で市長が認めるもので
あること。

【補助金額等】
○国庫補助対象事業
国県補助金を含め、補助対象事業費の８／
１０以内で市長が定める額。
○県費補助対象事業
補助対象事業費の８／１０以内で市長が定
める額。
○市単独補助事業
補助対象事業費の５／１０以内で市長が定
める額。

【国、県等からの財源】
市単独事業１０／１０（国県補助対象事業含
む）

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策№ 事務事業名
概    要 現    況

61
畜産振興施設設置等補
助金

畜産振興施設設置等を行う団
体で市長が認めるものに対し
て、その事業費の一部を助成
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

同様の事業を行う他市町の
水準と比較しても同程度であ
るため。

60
農業振興施設設置等補
助金

農業振興施設設置等を行う団
体で市長が認めるものに対し
て、その事業費の一部を助成
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

他市事例に鑑みて妥当な補
助制度であるため、小田原市
の事務処理方式を適用するも
の。

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を採用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市のみの補助金であ
るため、小田原市の事務処理
方式を採用する。

地域産材利用拡大が推
進される。

小田原産木材を助成事業の要
件としているため、南足柄市産
材をどのように統合するか課
題。

南足柄市産材を搬出し、認証
制度も定義すること。また、南
足柄市で本助成制度が必要か
検討。

59
小田原産木材住宅リ
フォーム等助成事業補
助金

小田原産木材住宅リフォーム
助成事業は、地域産材の利用
拡大を目的に、小田原産木材
を使用した住宅リフォームに対
して助成を行う

特になし。

地域社会と調和した畜産
環境の整備を図ることが
できる。

特になし。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
林業振興施設設置等を行う団体

【補助金額等】
国庫補助対象事業９／１０、県費８／１０、市
単８／１０

【国、県等からの財源】
市単独事業　１０／１０

【対象】
作業路の開設を行う森林所有者等

【補助金額等】
１０／１０

【国、県等からの財源】
県９／１０

【対象】
平成２６年２月の大雪により自己の所有する
農業用施設等が被害を受けた農業者又は
当該農業者が組織する団体であって、今後
も農業経営を継続しようとするもの。
○事業
経営体育成支援事業実施要綱(平成２３年４
月１日付け２２経営第７２９６号農林水産事
務次官依命通知)及び、平成２５年度被災農
業者向け経営体育成支援事業及び平成２６
年度被災農業者向け経営体育成支援事業
の実施ついて（平成２５年度の大雪）（平成２
６年度３月２８日付け２５経営第３９５０号農
林水産省経営局長通知）、神奈川県降雪災
害緊急支援事業補助金交付要綱（平成２６
年４月１日施行）に定める補助対象事業で
市長が認めるもの。

【補助金額等】
○再建・修繕
国及び県の助成額に、補助対象経費に２／
１０を乗じて得られた額を上乗せした額。
○撤去
国及び県の助成額に、補助対象経費に１／
４を乗じて得られた額を上乗せした額が限
度。
※助成単価については施設ごとに規定あ
り。

【国、県等からの財源】
○再建・修繕等
国：５／１０、県：２／１０、市２／１０
○撤去
国：２／４、県：１／４、市：１／４

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

63
水源林管理道整備事業
費補助金

森林整備を目的として、林内作
業者を対象とした作業路の開
設を行い、もって森林整備及び
間伐材の促進に資する事業に
対し、神奈川県より補助を受け
補助金を支出するもの。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

南足柄市で該当する事業が
ないため。

特になし。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

南足柄市で該当する事業が
ないため。

特になし。 特になし。62
林業振興施設設置等補
助金

林業生産基盤（林道等）整備に
対し、国県補助対象を含め森
林組合等に補助金を支出する
もの。

小田原市でのみ実施し
ているため、小田原市の
方式を採用することによ
り、円滑に事務が進行で
きる。

特になし。

特になし。

64
農業用施設等雪害対策
事業費補助金

平成２６年２月の大雪による農
業被害を受けた農業者に対
し、施設等再建・修繕・撤去に
係る費用の一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

国・県の要綱等に基づく事業
のため。

19



小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
事業費としては、農地維持支払と資源向上
支払のメニューがある。
○農地維持支払
水路・農道等の管理等を目的とした共同活
動、資源向上支払は農地・水道・農道等の
質的向上を図る共同活動が対象
○推進事務費
市町村が当該交付金推進にかかる事務費
が対象

【対象】
事業費としては、農地維持支払と資源向上
支払のメニューがある。
○農地維持支払
水路・農道等の管理等を目的とした共同活
動、資源向上支払は農地・水道・農道等の
質的向上を図る共同活動が対象
○推進事務費
市町村が当該交付金推進にかかる事務費
が対象

【補助金額等】（１aにつき）
○農地維持支払
田３,０００円、畑２,０００円
○資源向上支払
田２,４００円、畑１,４４０円
○推進事務費は申請額による

【補助金額等】（１aにつき）
○農地維持支払
田３,０００円、畑２,０００円
○資源向上支払
田２,４００円、畑１,４４０円
○推進事務費は申請額による

【国、県等からの財源】
事業費は国１／２、県１／４、市１／４
推進事業費は国１０／１０

【国、県等からの財源】
事業費は国１／２、県１／４、市１／４
推進事業費は国１０／１０

【対象】
景観計画重点区域（拠点型重点区域（３区
域））内において、優れた景観への誘導を促
進し、景観の形成に寄与する修景事業者

【補助金額等】
補助率　　  　：　１／５
補助限度額　：　１００万円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原市景観条例施行規則第１０条に定め
る認定の基準を満たした団体
（区域 ２,０００㎡以上、実質的・継続的な活
動の見込、自治会の同意、規約等）

【補助金額等】（１年につき）
２００千円未満
３年を限度とする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
街なみ環境整備事業区域において、小田原
市地区街づくりルール形成促進条例に規定
する地区街づくり基準に基づく良好な景観
形成に著しく寄与する修景事業を行う者

【補助金額等】
補助率　　　　：　２／３
補助限度額　：　１５０万円（１階部分の壁面
後退を行った場合等は、２００万円）

【国、県等からの財源】
国（社会資本整備総合交付金）１／２　、市
１／２

南足柄市では活動団体が存
在しないため、小田原市の事
務処理方式を適用するもの。

小田原市にしか活動団
体が存在しないため、小
田原市の方式を適用す
ることにより、円滑に事
務が進行できる。

特になし。

自主的な景観形成活動に対
する支援のためのものであ
り、南足柄市において同様の
補助金がないため、現在制度
のある小田原市の水準を適
用することが望ましい。

今後、景観計画重点区
域の拡大を目指す地域
などで自主的な景観形
成活動が行われる際に、
財政的な支援をすること
が出来る。

合併後、該当する団体が無い
場合がある。

景観計画重点区域の拡大を目
指す地域において、景観に対
する意識向上に関する取組み
を実施する。

65 多面的機能支払交付金

農業・農村が有する多面的機
能（国土保全、水源涵養、景観
形成等）を適切に発揮させると
ともに、担い手への農地集積を
後押しするために、農業の有
する多面的機能発揮促進事業
のうち、多面的機能支払事業
を推進する。

農業・農村が有する多面的機
能（国土保全、水源涵養、景観
形成等）を適切に発揮させると
ともに、担い手への農地集積を
後押しするために、農業の有
する多面的機能発揮促進事業
のうち、多面的機能支払事業
を推進する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

67 景観形成協議会補助金

小田原市景観条例第２０条の
規定に基づき、景観形成協議
会として市長の認定を受け地
域の景観形成の向上に資する
団体に対し活動費の一部を助
成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

特定の景観計画重点区域内
にて、引き続き良好な景観形
成を誘導する必要があり、南
足柄市において、同様の景観
計画重点区域及び景観形成
修景費補助事業がないため、
現在、実施している小田原市
の水準を適用することが望ま
しい。

引き続き、補助対象とし
ている景観計画重点区
域（拠点型重点区域（３
区域））において、良好な
景観形成を図ることがで
きる。

南足柄市において、補助対象
となる地域がないため、南足柄
市において重点区域の設定を
した際、本補助制度の活用を
検討する。

66 景観形成修景費補助金

良好な景観形成を推進するた
め、景観計画重点区域（拠点
型重点区域）内において、優れ
た景観への誘導を促進し、景
観の形成に寄与する修景事業
に対し、その費用の一部を補
助する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

街なみ環境整備事業区域に
おいて、小田原市地区街づく
りルール形成促進条例による
地区街づくり基準に基づく良
好な景観形成を誘導する必
要があり、南足柄市において
同様の条例及び補助事業が
ないため、現在実施している
小田原市の水準を適用するこ
とが望ましい。

引き続き、補助対象とし
ている街なみ環境整備
事業区域のうち街づくり
基準のある銀座・竹の花
周辺地区において、良好
な景観形成を図ることが
できる。

南足柄市において、補助対象
となる地域がないため、南足柄
市において、同様の街づくり基
準等を有する地域がある場
合、本補助制度の活用を検討
する。

68
街なみ環境整備事業補
助金

街なみ環境整備事業区域にお
いて、小田原市地区街づくり
ルール形成促進条例に規定す
る地区街づくり基準に基づく良
好な景観形成に著しく寄与す
る修景事業に対し補助を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）による
鉄道事業者（旅客の運送を行うものに限る。
以下同じ。）
○事業
１日当たりの平均的な利用者の人数が５，０
００人以上ある鉄道駅において、鉄道事業
者が行う次に掲げる施設を整備する事業
（１）移動等円滑化のために必要な旅客施設
及び車両等の構造及び設備に関する基準
（平成１８年度国土交通省令第１１１号。以
下「公共交通移動等円滑化基準」という。）
第４条第７項の基準に適合するエレベー
ター
（２）公共交通移動等円滑化基準第４条第８
項の基準に適合するエスカレーター（（１）の
エレベーターを整備することが施設整備上
困難である場合に限る。）
（３）公共交通移動等円滑化基準第１３条か
ら第１５条までの基準に適合する便所

【補助金額等】
次に掲げる施設の区分に応じ、次に定める
額とする。
○補助対象事業（１）及び（２）の施設
補助対象経費（施設本体の整備に係る経費
及び関連付帯工事に係る経費をいう。以下
同じ。）に３分の１を乗じて得た額以内の額と
する。この場合において、補助対象経費は、
施設１基につき５，０００万円を限度とする。
○補助対象事業（３）の施設
補助対象経費に６分の１を乗じて得た額以
内の額とする。この場合において、補助対象
経費は、施設１ケ所につき、１，０００万円を
限度とする。この場合において、当該額に
１，０００円未満の端数があるときは、その端
数金額を切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
優良建築物等整備事業を施行するもの

【補助金額等】
補助対象額の１／３以内

【国、県等からの財源】
国、県、市に各１／３

【対象】
小田原市の社会資本総合整備計画におい
て定める小田原駅周辺地区暮らし・にぎわ
い再生事業のうち、都市機能まちなか立地
支援に関する事業を実施する者

【補助金額等】
補助対象経費の２／３以内

【国、県等からの財源】
補助対象経費に対し、国１／３

小田原市のみで行っている事
業であり、合併後の市に移行
した場合であっても、要件に
該当する駅については、既に
バリアフリー化が整備されて
いるため。

特になし。 特になし。

南足柄市及び類似団体に当
該事務がないため、小田原市
の方式を適用する。

特になし。 特になし。

69
鉄道駅舎バリアフリー施
設整備費補助金

地域公共交通維持確保改善
事業の中の地域公共交通バリ
ア解消促進事業のバリアフ
リー化設備等整備事業であり、
市の補助金交付要綱（鉄道駅
舎バリアフリー施設整備費補
助金）に基づいて補助金交付
を行う。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
合併後の市として、現況
の補助金交付要綱（鉄
道駅舎バリアフリー施設
整備費補助金）に基づい
て補助金交付を行う。
補助金交付要綱は現況
から変更の必要なし。
事務事業の取扱いは現
況から変更なし。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

71
小田原市暮らし・にぎわ
い再生事業費補助金

社会資本整備総合交付金交
付要綱及び社会資本整備総合
交付金交付申請等要領の規
定に基づき、小田原市の社会
資本総合整備計画において定
める小田原駅周辺地区暮らし・
にぎわい再生事業のうち、都
市機能まちなか立地支援に関
する事業を実施する者に対し
て、市がその事業に要する経
費の一部を予算の範囲内にお
いて補助する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

南足柄市に当該事務がない
ため、小田原市の方式を適用
する。

特になし。 特になし。70
優良建築物等整備事業
補助金

小田原市の中心市街地におい
て優良建築物等整備事業制度
要綱に基づく優良建築物等整
備事業を行う者に対して、市が
その事業に要する経費の一部
を予算の範囲内において補助
する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
再開発推進団体、再開発準備組合、共同化
推進団体

【補助金額等】
再開発権利者の数に２,０００円を乗じて得た
額に３０万円（共同化推進団体は２０万円）
を加えて得た額の範囲内において市長が定
める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
市内に木造住宅を有し、かつ、当該住宅に
居住する者で、次の各号のいずれにも該当
するもの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
一戸建て住宅又は併用住宅
２　当該住宅が昭和５６年６月１日以後に増
築又は改築の工事に着手していないもので
あること。ただし、増築に係る部分の床面積
が既存建築物の延べ面積の２分の１以下の
場合を除く
３　当該住宅が地上２階建て以下の木造住
宅であること。ただし枠組壁工法又はプレハ
ブ工法によるものを除く
４　所有者が市税を滞納していないこと

【対象】
市民が所有し、その所有者または所有者の
家族が居住する木造住宅にかかる耐震診
断や改修で、次のすべての要件に該当する
もの。
１　昭和５６年５月３１日以前に建築された専
用住宅（２世帯住宅を含む）及び店舗・事務
所兼用住宅であるもの（昭和５６年６月１日
以降に増築または改築したものは除く）
２　２階建て以下の在来軸組工法により施
工された木造建築物（枠組壁工法、プレハブ
工法は除く）
３　建築士の資格を有し、「神奈川県木造住
宅耐震実務講習会」を終了した者（耐震診
断技術者）が行う一般診断法に基づいて行
う耐震診断であること。

【補助金額等】
１　高齢者（６５歳以上）のひとり暮らしの世
帯又は高齢者のみで構成され、かつ、世帯
全員の市民税が非課税の世帯の場合
　　耐震診断に要した費用の１０分の１０の
額。ただし、９万円を上限とし、千円未満の
端数があるときは、これを切り捨てるものと
する。

２　１以外の場合
　　耐震診断に要した費用の３分の２の額。
ただし、６万円を上限とし、千円未満の端数
があるときは、これを切り捨てるものとする。

【補助金額等】
耐震診断に要した費用の２分の１の額とし、
３万円を限度とする。補助金の額に１円未満
の端数があるときは、その端数金額を切り
捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県市町村地域防災力強化事業費
補助金
市町村の補助率２／３未満は県５，０００円
／件、
市町村の補助率２／３以上１０／１０未満は
県１５，０００円／件、
市町村の補助率１０／１０は県３０，０００円
／件
○市負担分
上記の残額

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　９／２０
○神奈川県市町村地域防災力強化事業費
補助金
市町村の補助率２／３未満(市１／２)は県
５，０００
円／件
○市負担分
上記の残額

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

73
木造住宅耐震診断費補
助金

木造住宅の耐震診断に係る費
用の一部を助成する。

木造住宅の耐震診断に係る費
用の一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

南足柄市に当該事務がない
ため、小田原市の方式を適用
する。

特になし。 特になし。72
再開発推進団体等補助
金

地域住民の自主的なまちづくり
の推進に寄与するため、再開
発推進団体及び再開発準備組
合並びに共同化推進団体が行
う事業に対し予算の範囲内に
おいて補助金を交付する

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内に木造住宅を有し、かつ、当該住宅に
居住する者で、次の各号のいずれにも該当
するもの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
一戸建て住宅又は併用住宅
２　当該住宅が昭和５６年６月１日以後に増
築又は改築の工事（防火地域及び準防火地
域における工事にあっては、その工事に係
る部分の床面積が１０㎡を超えるものに限
る。）に着手していないものであること
３　当該住宅が地上２階建て以下の木造住
宅であること。ただし枠組壁工法又はプレハ
ブ工法によるものを除く
４　当該住宅の耐震診断の評点が１.０未満
であること
５　所有者が市税を滞納していないこと

【対象】
市民が所有し、その所有者または所有者の
家族が居住する木造住宅にかかる耐震診
断や改修で、次のすべての要件に該当する
もの。
１　昭和５６年５月３１日以前に建築された専
用住宅（２世帯住宅を含む）及び店舗・事務
所兼用住宅であるもの（昭和５６年６月１日
以降に増築または改築したものは除く）
２　２階建て以下の在来軸組工法により施
工された木造建築物（枠組壁工法、プレハブ
工法は除く）
３　一般診断法に基づいて行う耐震診断の
結果総合評点が１．０未満の居住用木造建
築物が、改修後の耐震診断の結果、総合評
点が１．０以上となる耐震診断技術者の設
計によるものとする。

【補助金額等】
１　設計・工事監理費補助金
耐震改修工事の設計・工事監理に要した費
用の３分の２の額。ただし、１５万円を上限と
し、千円未満の端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。
２　改修費補助金
耐震改修工事に要した費用の２分の１の
額。
ただし、５５万円を上限とし、千円未満の端
数があるときは、これを切り捨てるものとす
る。

【補助金額等】
耐震改修工事、工事設計、工事費積算、工
事監理に要した費用の２分の１の額とし、４
０万円を限度とする。補助金の額に千円未
満の端数があるときは、その端数金額を切
り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県市町村地域防災力強化事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　９／２０
○神奈川県市町村地域防災力強化事業費
補助金　１、１／４
○市負担分
１、１／４

デメリットと対応策

74
木造住宅耐震改修費補
助金

木造住宅の耐震改修及び耐震
設計・工事監理に係る費用の
一部を助成する。

木造住宅の耐震改修及び耐震
設計・工事監理に係る費用の
一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内に存する建物の区分所有等に関する
法律第２条第２項に規定する区分所有者の
住居の用に供する部分を有する建物の管理
組合で、次の各号のいずれにも該当するも
の
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　３階建て以上で、延べ面積が１,０００㎡以
上の建築物
３　住戸数の過半を区分所有者の住居の用
に供する建築物
４　住居部分の床面積の合計が建物全体の
床面積の合計の過半である建築物
５　管理組合の集会等において、耐震診断
の実施に関する決議がなされたもの

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震診断に要した
費用に２分の１を乗じて得た額と住戸（市民
が区分所有し自ら居住するものに限る。）の
戸数に４万円を乗じた額のいずれか低い
額。ただし、１２０万円を上限とする。なお、
算出した金額に千円未満の端数が生じた場
合は、切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県市町村地域防災力強化事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

【対象】
市内に存する建物の区分所有等に関する
法律第２条第２項に規定する区分所有者の
住居の用に供する部分を有する建物の管理
組合で、次の各号のいずれにも該当するも
の
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　３階建て以上で、延べ面積が１,０００㎡以
上の建築物
３　住戸数の過半を区分所有者の住居の用
に供する建築物
４　住居部分の床面積の合計が建物全体の
床面積の合計の過半である建築物
５　管理組合の集会等において、耐震診断
の実施に関する決議がなされたもの
６　当該建築物の耐震診断の結果が、地震
の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊
する危険性がある建築物

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震設計に要した
費用に２分の１を乗じて得た額と住戸（市民
が区分所有し自ら居住するものに限る。）の
戸数に４万円を乗じた額のいずれか低い
額。ただし、１２０万円を上限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○市負担分　１／２

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。75
分譲型共同住宅耐震診
断事業費補助金

分譲型共同住宅の耐震診断に
係る費用の一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。76
分譲型共同住宅耐震設
計事業費補助金

分譲型共同住宅の耐震設計に
係る費用の一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内に存する建物の区分所有等に関する
法律第２条第２項に規定する区分所有者の
住居の用に供する部分を有する建物の管理
組合で、次の各号のいずれにも該当するも
の
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　３階建て以上で、延べ面積が１,０００㎡以
上の建築物
３　住戸数の過半を区分所有者の住居の用
に供する建築物
４　住居部分の床面積の合計が建物全体の
床面積の合計の過半である建築物
５　管理組合の集会等において、耐震診断
の実施に関する決議がなされたもの
６　当該建築物の耐震診断の結果が、地震
の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊
する危険性がある建築物

【補助金額等】
予算の範囲内において、住戸（市民が区分
所有し自ら居住するものに限る。）の戸数に
５５万円を乗じて得た額。ただし、１棟当たり
１,０００万円を上限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○市負担分　１／２

デメリットと対応策

77
分譲型共同住宅耐震改
修事業費補助金

分譲型共同住宅の耐震改修に
係る費用の一部を助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
小田原市地域防災計画及び小田原市耐震
改修促進計画で指定する地震時に通行を
確保すべき道路沿いの建築物の所有者又
は管理者で次の各号のいずれにも該当する
もの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　建築物の耐震改修の促進に関する法律
第１４条第３号に規定する建築物
３　木造住宅耐震診断費補助金の交付対象
とならない建築物
４　所有者が市税を滞納していないもの（補
助対象者が建築物の管理者の場合は、当
該管理者も市税を滞納していないもの）

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震診断に要した
費用に２分の１又は次に定める基準額に３
分の２を乗じて得た額のいずれか低い額。
ただし、１棟当たり１２０万円（神奈川県沿道
建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱
第３の規定により補助対象と定める緊急輸
送道路沿道建築物にあっては、２４０万円）
を上限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。
○基準額（１㎡につき）
・面積１,０００㎡以内の部分　２,０００円
・面積１,０００㎡を超えて２,０００㎡以内の部
分　１,５００円
・面積２,０００㎡を超える部分　１,０００円

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。78
緊急輸送道路沿道建築
物耐震診断事業費補助
金

緊急輸送道路沿道建築物の
耐震診断に係る費用の一部を
助成する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
小田原市地域防災計画及び小田原市耐震
改修促進計画で指定する地震時に通行を
確保すべき道路沿いの建築物の所有者又
は管理者で次の各号のいずれにも該当する
もの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　建築物の耐震改修の促進に関する法律
第１４条第３号に規定する建築物
３　木造住宅耐震改修費補助金の交付対象
とならない建築物
４　所有者が市税を滞納していないもの（補
助対象者が建築物の管理者の場合は、当
該管理者も市税を滞納していないもの）
５　当該建築物の耐震診断の結果が、地震
の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊
する危険性がある建築物

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震設計に要した
費用に２分の１又は次に定める基準額に３
分の２を乗じて得た額のいずれか低い額。
ただし、１棟当たり１２０万円（神奈川県沿道
建築物耐震化支援事業費補助金交付要綱
第３の規定により補助対象と定める緊急輸
送道路沿道建築物にあっては、２４０万円）
を上限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。
○基準額（１㎡につき）
・面積１,０００㎡以内の部分　２,０００円
・面積１,０００㎡を超えて２,０００㎡以内の部
分　１,５００円
・面積２,０００㎡を超える部分は、１,０００円

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。79
緊急輸送道路沿道建築
物耐震設計事業費補助
金

緊急輸送道路沿道建築物の
耐震設計に係る費用の一部を
助成する

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
小田原市地域防災計画及び小田原市耐震
改修促進計画で指定する地震時に通行を
確保すべき道路沿いの建築物の所有者又
は管理者で次の各号のいずれにも該当する
もの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　建築物の耐震改修の促進に関する法律
第１４条第３号に規定する建築物
３　木造住宅耐震改修費補助金の交付対象
とならない建築物
４　所有者が市税を滞納していないもの（補
助対象者が建築物の管理者の場合は、当
該管理者も市税を滞納していないもの）
５　当該建築物の耐震診断の結果が、地震
の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊
する危険性がある建築物

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震改修工事に要
した費用に１１.５％を乗じて得た額。ただし、
１棟当たり５００万円（神奈川県沿道建築物
耐震化支援事業費補助金交付要綱第３の
規定により補助対象と定める緊急輸送道路
沿道建築物にあっては、１,０００万円）を上
限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

【対象】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第１
４条第１項第１号及び第２号に規定する建築
物の所有者又は管理者で、次の各号のい
ずれにも該当するもの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　緊急輸送道路沿道建築物耐震診断事業
費補助金の交付を受けていないもの
３　所有者が市税を滞納していないもの（補
助対象者が建築物の管理者の場合は、当
該管理者も市税を滞納していないもの）

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震診断に要した
費用に２分の１を乗じて得た額。ただし、１棟
当たり１２０万円（神奈川県要緊急安全確認
大規模建築物等耐震化支援事業費補助金
交付要綱第３の規定により補助対象と定め
る要緊急安全確認大規模建築物にあって
は、２４０万円）を上限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財源が増加する。81
多数の者が利用する建
築物耐震診断事業費補
助金

多数の者が利用する建築物の
耐震診断に係る費用の一部を
助成する

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。80
緊急輸送道路沿道建築
物耐震改修事業費補助
金

緊急輸送道路沿道建築物の
耐震改修に係る費用の一部を
助成する

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第１
４条第１項第１号及び第２号に規定する建築
物の所有者又は管理者で、次の各号のい
ずれにも該当するもの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　緊急輸送道路沿道建築物耐震設計事業
費補助金の交付を受けていないもの
３　所有者が市税を滞納していないもの（補
助対象者が建築物の管理者の場合は、当
該管理者も市税を滞納していないもの）
４　当該建築物の耐震診断の結果、地震の
震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊す
る危険性があると診断された建築物

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震設計に要した
費用に２分の１を乗じて得た額。ただし、１棟
当たり１２０万円（神奈川県要緊急安全確認
大規模建築物等耐震化支援事業費補助金
交付要綱第３の規定により補助対象と定め
る要緊急安全確認大規模建築物にあって
は、２４０万円）を上限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

【対象】
建築物の耐震改修の促進に関する法律第１
４条第１項第１号及び第２号に規定する建築
物の所有者又は管理者で、次の各号のい
ずれにも該当するもの
１　昭和５６年５月３１日以前に建築基準法
による建築確認を得て建築工事に着手した
建築物
２　緊急輸送道路沿道建築物耐震改修事業
費補助金の交付を受けていないもの
３　所有者が市税を滞納していないもの（補
助対象者が建築物の管理者の場合は、当
該管理者も市税を滞納していないもの）
４　当該建築物の耐震診断の結果、地震の
震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊す
る危険性があると診断された建築物

【補助金額等】
予算の範囲内において、耐震改修工事に要
した費用に１１.５％を乗じて得た額。ただし、
１棟当たり５００万円（神奈川県要緊急安全
確認大規模建築物等耐震化支援事業費補
助金交付要綱第３の規定により補助対象と
定める要緊急安全確認大規模建築物に
あっては、１,０００万円）を上限とする。
なお、算出した金額に千円未満の端数が生
じた場合は、切り捨てるものとする。

【国、県等からの財源】
○社会資本整備総合交付金　１／２
○神奈川県沿道建築物耐震化支援事業費
補助金　１／４
○市負担分
１／４

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。83
多数の者が利用する建
築物耐震改修事業費補
助金

多数の者が利用する建築物の
耐震改修に係る費用の一部を
助成する

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市の補助メニューを適
用することにより、市民負担
の軽減及び耐震化の向上を
図る。

市民負担の軽減及び耐
震化の促進が図られる。

財政負担が増加する。。82
多数の者が利用する建
築物耐震設計事業費補
助金

多数の者が利用する建築物の
耐震設計に係る費用の一部を
助成する

小田原市の事務処理方
式を適用する。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
私道所有者
※主な要件
一般の交通の用に供されていること。幅員
が３．２ｍ以上であること。

【対象】
私道所有者

【補助金額等】
約７３０万円（過去３年の平均予算額）
補助率
通り抜け道路９０％、行き止まり道路５０％

【補助金額等】
実績なし

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原ダイヤ街商店会、小田原錦通り商店
街協同組合、お堀端商店街振興組合のう
ち、市長と小田原市街なか緑化事業に関す
る協定を締結した団体

【対象】
市内の工場で緑化を行う者

【補助金額等】
１，１００万円以内

【補助金額等】
樹木の植栽本数×１，１５０円及び経費・マ
ウンド形成費　発生土１２５円／㎡×面積及
び購入土２，０５０円／㎡×面積

【国、県等からの財源】
国：１／３以内（間接補助）

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
議員懇話会が実施する次の事業
１消化器検診及び健康診断
２人間ドック
３研修会

【補助金額等】
○消化器検診及び健康診断
事業に係る経費の１００分の１００
○人間ドック
実費相当（１５,０００円を上限）
○研修会
事業に係る経費の３分の２

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
各月１日（基準日）に議員の職にある者

【対象】
会派（所属議員が１人の場合を含む）

【補助金額等】
議員１人あたり月額６５，０００円
（年額７８０，０００円）

【補助金額等】
各月１日（基準日）における当該会派の所属
議員数に１万円を乗じて得た額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

①は、小田原市の区域にお
ける緑の基本計画に示す緑
化目標は堅持するため、南足
柄市の人口や面積等を加味
した事業費を予算化する。
②は、「小田原市開発事業に
関わる手続き及び基準に関
する条例」による緑化の誘
導、及び「小田原市企業等立
地奨励金」を活用した緑化工
事も可能なため、廃止する。

①に関して、小田原市緑
の基本計画の緑化目標
を達成できる。
②に係る経費が削減で
きる。

①に関して、財政的な負担増
が見込まれる。

①は、緑の基本計画を見直す
までの間は財政的な措置を行
う。その後、南足柄市の区域を
含めた緑の基本計画を検討
し、新たな緑化目標を設定す
る。（経費拡大、目標年次固
定）

合併の時点で既に要望
が出されている案件につ
いて、速やかな事務処理
が可能となる。

南足柄市は近年実績がないこ
とから、合併に際し南足柄市地
域分から多くの要望が出てくる
可能性があるため、優先順位
を決める。

85
街なか緑化事業費補助
金・工場緑化事業補助
金

花と緑あふれる、にぎわいのあ
る魅力的な商業空間を創造す
るため、商店街の実施する緑
化を支援する。

緑化事業を実施した工場の代
表者に補助金を交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。
街なか緑化事業費補助
金（①）は、南足柄市の
人口や面積等を考慮し
拡大継続。
工場緑化事業補助金
(②）は、廃止。

84 私道整備事業費補助金

要綱の条件を満たした私道に
ついて、私道所有者が行う整
備費用の一部を市の予算の範
囲内で補助金を交付する。

南足柄市私道整備助成要綱
の条件を満たした私道につい
て、私道所有者が行う整備費
用の一部を市の予算の範囲内
で補助金を交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

従来の実績を尊重し、小田原
市補助要綱に基づく事務処
理方法及び補助対象要件を
適用する。

小田原市への編入合併
を想定した内容に即し、
小田原市の水準に基づ
き運用することができ
る。

使途基準や執行マニュアル等
の実務面での調整が必要であ
るため、合併後の市議会にお
いて、使途基準や執行マニュ
アル等の具体的な内容を精査
する。

類似団体等との差異が認めら
れるため、社会情勢や他市の
状況等を踏まえて制度や基準
の見直しを検討する。

87 政務活動費
議員の調査研究その他の活動
に資するため必要な経費の一
部として議員に対し交付する。

議員の調査研究その他の活動
に資するため必要な経費の一
部として、条例に基づき、議員
に対し、月額10,000円（年額
120,000円）の政務活動費を交
付する。議長宛てに提出され
た前年度の交付に係る収支報
告書等の確認を行い、一般の
閲覧に供するほか、市議会HP
で公開する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

両市の政務活動費の水準に
差異はあるが、合併後の市議
会での具体的な協議におい
て調整可能な内容である。事
業の継続性を踏まえ、小田原
市の事務処理方式を基準とし
ながら合併時までに調整して
いく。

86 議員福利厚生費補助金

議員懇話会（会長：議長）が行
う事業（消化器検診及び健康
診断、人間ドック、研修会）に
要する経費に対し、予算の範
囲内で交付する。

小田原市の事務処理方
式を適用する。

小田原市にのみ存在する事
務事業で、事務の性質上対
象や実施内容が限定されて
いる。また、これまでの経緯を
踏まえ、現行のまま合併後の
市に引き継ぐもの。

議員の福利増進及び厚
生を図ることにより、健
康状態の把握や研修活
動を通して円滑な議員活
動をサポートできる。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
市内における介護老人保健施設の整備に
伴う工事請負費等

【対象】
市内における介護老人保健施設の整備に
伴う工事請負費等

【補助金額等】
県補助基準額（９３５千円／床）又は実支出
額のうち少ない方の額の２／３（上限２，４０
０万円／施設）

【補助金額等】
県補助基準額（９３５千円／床）の２分の１の
額とする（３，０００万円を上限とする）。

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

（４）新たな事務事業に再編するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
下水道法第１０条第１項又は法第１１条の３
第１項の規定により水洗化を義務づけられ
ている者及び市税・小田原都市計画下水道
事業受益者負担金・下水道使用料を滞納し
ていない者
○事業
下水道法第９条第１項の規定により告示さ
れた供用開始日から３年以内に行った水洗
化工事及び共同住宅（当該共同住宅の各住
戸の所有者がすべて同一であるものに限
る。）の水洗化工事
○補助回数
１回限り

【補助金額等】
○供用開始日から１年以内に水洗化工事を
完了した者　５０，０００円
○供用開始日から２年以内に水洗化工事を
完了した者　２０，０００円
○供用開始日から３年以内に水洗化工事を
完了した者　１０，０００円　（生活保護受給
者は３０，０００円）
○供用開始後３年以内に合併処理浄化槽を
廃止し、水洗化工事を完了した者　７０，００
０円
○所有する共同住宅の水洗化工事を完了し
た者　１住戸につき１０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

（５）廃止するもの

小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
環境美化週間事業実行委員会

【補助金額等】
９０，０００円（平成２７年度）
８０，０００円（平成２８年度）

【国、県等からの財源】
市単独事業

90
環境美化週間事業実行
委員会補助金

南足柄市美しい環境をつくる条
例に基づき、６月第三週に、市
民、事業者及び市民団体が協
働して環境の保全について考
える環境フェアを開催するため
南足柄市環境美化週間事業
実行委員会に補助金を支出す
る。

廃止。
初期の役割は果たしており、
他の環境保全意識向上に資
する事業で対応できるため。

経費の削減が図られる。
市民等への意識啓発の機会
が減少するため、他の環境意
識啓発事業で補う。

メリット デメリットと対応策

（３）南足柄市の事務処理方式を適用するもの

88
介護老人保健施設整備
費補助金

市内において介護老人保健施
設を整備する事業者に対し、
整備費補助金を交付する。

市内において介護老人保健施
設を整備する事業者に対し、
整備費補助金を交付する。

南足柄市の事務処理方
法を適用する。
合併時は南足柄市の事
務処理方法を適用する
が、合併後の市の高齢
者福祉介護計画策定時
に、新たな基準額を検討
する。

施設整備を行う事業者への
影響を考慮し、当面の間、南
足柄市の補助基準額を適用
する。ただし、合併後の市の
高齢者福祉介護計画策定時
に、同計画に盛り込まれる施
設整備の考え方を踏まえ、新
たな補助基準額を設定する。

合併後の市において必
要とする施設整備を促進
する効果が見込まれる。

財政負担が生じる。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方

89 水洗化工事費補助金

土地の所有者又は使用者等
が行う水洗化工事に必要な経
費に対し、予算の範囲内にお
いて補助金を交付する。

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

デメリットと対応策№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット

小田原市の事務処理方
式を適用するが、補助単
価について見直しを行
う。

補助金制度を南足柄市域へ
も拡大するが、補助単価を見
直すことにより、経費削減を
図る。

南足柄市域における下
水道接続の促進及び補
助金単価を減額したこと
による経費節減が図られ
る。

南足柄市分の補助金額の増
及び補助金単価を減額した
（小田原市分）ことによる下水
道接続控えが見込まれるた
め、下水道接続促進PRを徹底
していく。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
「地域経済振興戦略ビジョン」を具現化する
団体である小田原プロモーションフォーラム
が実施する、小田原への集客宣伝と経済効
果の向上に資する具体的な取組

【補助金額等】
予算の範囲内で、補助事業の実施に当た
り、団体等の負担金や事業収入、本市以外
の補助金等その他の収入を充てても、なお
不足する額

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
小田原どん提供店連絡会
○事業
小田原どんの販売促進に関する事業

【補助金額等】
１００，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
おだわらスイーツプレミアム提供店連絡会
○事業
おだわらスイーツプレミアムの販売促進に関
する事業

【補助金額等】
１５０，０００円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
・中心市街地活性化基本計画に定められた
区域内の空き店舗を活用すること。
・活用する空き店舗が、空き店舗として３か
月以上経過していること。
・市税を完納していること。
・新規開業又は市外からの移転であること。
・商店会の区域内の空き店舗を活用する場
合は、商店会の承認を得ること。

【対象】
・空き店舗バンク事業を通じて購入し、又は
賃貸借契約した空き店舗において、 小売
業、飲食業、サービス業その他のこれらに
類する事業を営もうとする個人
・出店しようとする空き店舗において１年以
上継続して営業することが見込まれる者で、
かつ、週３日以上営業を行う者
・空き店舗の所有者と同一世帯でない者又
は生計を一にしない者
・市内で営業している店舗から空き店舗へ
移転したことにより、当該移転前の店舗が
空き店舗の状態にならない者

【補助金額等】
○改装費
２分の１以内　５０万円を限度（年間）
中心市街地の空き店舗を貸借して、店舗及
び業務等として活用する場合に必要な空き
店舗の改装費（概ね６か月以上の建物貸借
契約の締結が必要）
○貸借料
２分の１以内　１２０万円を限度
中心市街地内の空き店舗を店舗及び業務
等として活用する場合に必要な空き店舗の
貸借料（概ね６か月以上の建物貸借契約の
締結が必要。補助期間は最大１年間）

【補助金額等】
対象となる経費の総額の２分の１の額。ただ
し、上限は次のとおり
・南足柄市内に住所を有し、本市の住民基
本台帳に記録されている者　５０万円
・それ以外の者　　　　２５万円

【国、県等からの財源】
市単独事業

【国、県等からの財源】
市単独事業

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

特になし。

92
小田原どん事業費補助
金

城下町の歴史により育まれて
きた食文化（食材）と、優れた
地場産品である小田原漆器等
の木製品が結びつき生まれた
「小田原どん」。小田原の魅力
を複合的に発信するツールとし
て、また「食による商店街活性
化」により地域経済の活性化を
図るべく支援をするものであ
る。

廃止。
事業を継続し、小田原ど
ん提供店連絡会の自立
が図られた時点（概ね３
年を目処）での補助終了
とする。

提供店連絡会の組織がまだ
確定の域に達しておらず、方
向性を見極めることが必要。

91
小田原プロモーション
フォーラム活動推進事業
費補助金

「地域経済振興戦略ビジョン」
を具現化する団体として設立し
た小田原プロモーションフォー
ラムが実施する事業等を支援
する。

廃止。
立上り期３年間の補助として
いるため、平成２８年度から
廃止している。

特になし。

94
空き店舗活用・起業支援
助成金

中心市街地空き店舗活用事業
について補助金を交付する。

空き店舗活用・起業支援助成
金交付事業

廃止。

支援の対象を商店街（会）を
一つのまとまりと捉えることか
ら、個人店舗への支援は実施
しない。

「商店街を支援する」とい
う基本的理念が維持でき
る。

開業を目指す個人店舗の支援
が行えない。（負担が減らない
という点）

商店街が活性化を図る上で、
空き店舗に店舗を誘致すると
いった事例については支援し
ている。

廃止。
事業を継続するが、平成
２９年度までに提供店連
絡会の自立等を図り、同
年度をもって補助を終了
する。

提供店連絡会の組織につい
て、見極めることが必要であ
るが、事業の充実度を踏ま
え、その期限を平成２９年度
としたものである。

「おだわらスイーツプレミ
アム」に関する事業費の
削減。

収入が、連絡会会費収入や会
議所からの支援となり、広報宣
伝費用等の縮小を余儀なくさ
れるなど、活動へ支障が生じる
ため、連絡会が自立できるよう
指導、助言をしていく。

「小田原どん」に関する
事業費の削減。

連絡会会費収入がメインとなる
ことで、広報宣伝費用等の縮
小を余儀なくされるなど、活動
へ支障が生じるため、連絡会
が自立できるよう指導、助言を
していく。

93
小田原スイーツ事業費
補助金

小田原産の果物、野菜を原材
料とし、小田原で製造されてい
る器（漆器、寄木、ガラス細工
など）を用いて、飲食店で提供
するなど、新たなブランド「おだ
わらスイーツプレミアム」を支援
するものである。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
事業協同組合（商店街の事業協同組合を除
く｡）、事業協同小組合、協同組合連合会、
企業組合、協業組合、商工組合、商工組合
連合会
○事業
組合が設置し、所有する施設であり、組合
又は組合員の経営の向上に資するとともに
直接組合の事業に寄与する事業で次に掲
げる事業。
(１)　組合が行う生産、加工、販売、購買、保
管、運送、検査、その他組合の事業に関す
る共同施設の設置
(２) 組合又は組合員が新分野の事業に進
出するための調査、研究、新商品の開発又
は高度な情報基盤の整備等のために組合
が設置し、所有する施設

【補助金額等】
３００万円を上限とし、補助対象費用に次に
掲げる補助対象費用の区分に定める割合
を乗じて得た額。ただし、１，０００円未満の
端数があるときは、その端数金額を切り捨
てるものとする。
１　５００万円以下の金額　２５％
２　５００万円を越え１，０００万円以下の金
額　１５％
３　１，０００万円を越える金額　　５％

【国、県等からの財源】
市単独事業

【対象】
１ 市内において１年以上継続して事業を営
んでいる者で、中小企業法第２条に規定す
る中小企業者
２ 市税の納税義務者であって、すでに納期
の経過した市税を完納している者

【補助金額等】
従業員１人につき、支払った掛金の１０％以
内の額（１か月限度額５００円）

【国、県等からの財源】
市単独事業

№ 事務事業名
概    要 現    況

調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

95
協同組合等共同施設補
助金

協同組合等の活動を促進し、
もって中小企業の振興を図る。

廃止。
現在は運用していないため廃
止とする。

合併時に新規申請の受付を
取りやめ、加入期間が終了す
る３年後に廃止とする。

事務量の軽減。

中小企業退職金共済制度加
入者減少の恐れがあるため、
未加入事業者を含め、中小企
業退職金共済制度のメリット等
を広く啓発する。

96
中小企業退職金共済制
度奨励補助金

中小企業退職金共済制度に加
入した事業主に対して、共済
掛金の一部を補助する。

廃止。
３年の経過措置を設け廃
止とする。

特になし。 特になし。
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小田原市 南足柄市 小田原市 南足柄市

【対象】
次のいずれにも該当する者
１　城址公園隣接地において景観に配慮し
た工作物等の整備を行う者
２　市税を滞納していない者

城址公園隣接地における工作物（生垣、塀
等をいい、倉庫、車庫等を除く。）の改築、修
繕等を行う事業で次に掲げる要件に該当す
るもの
１　城址公園の良好な景観の形成に著しく
貢献すること。
２　都市計画課所管の景観形成修景費補助
金又は街なみ環境整備補助金の交付を受
けていないこと。

【補助金額等】
工作物の改築、修繕に係る工事費の２／３
以内で、予算の範囲内で市長が定める額

【国、県等からの財源】
国１／２、県１／６、市１／３（平成２４年度実
績）

【対象】
小田原市公設青果出荷推進協議会が実施
する地場産の生鮮野菜の出荷推進事業

【補助金額等】
予算の範囲内で市長が定める額

【国、県等からの財源】
市単独事業

現    況
調整（案） 調整内容決定の考え方 メリット デメリットと対応策

特になし。 特になし。98
公設青果出荷推進協議
会補助金

地場産の生鮮野菜の出荷推
進を図るため、小田原市公設
青果出荷推進協議会が行う事
業に要する経費に対し、補助
金を交付する。

廃止。

平成２４年度以降、本制度に
より補助金を支出した事例は
なく、今後、該当する事業が
出てくる見込みがないことか
ら、本制度については廃止と
する。

事務の軽減につながる。

該当する事業ができた時に
は、新たに同様の補助金制度
を構築しなければならないた
め、その都度、補助金制度を
構築する。

97
城址公園周辺環境整備
補助金

優れた景観への誘導を促進
し、城址公園の景観形成に寄
与することを目的に経費の一
部を助成する。

廃止。

№ 事務事業名
概    要

補助金交付対象の出荷推進
協議会が再度復活する見込
みがない。
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